
民
　
族
　
共
　
同
体
　
と
　
法
（
三
）

N
A
T
－
O
N
A
r
S
O
N
－
A
L
－
S
M
U
S
あ
る
い
は
「
法
」
な
き
支
配
体
制

南

は
じ
め
に

第
一
章
　
民
族
共
同
体
の
建
設

一
戦
い
の
第
二
段
階

二
　
運
命
共
同
体
の
建
設

三
　
運
命
共
同
体
の
建
設

1
－
「
あ
ら
ゆ
る
ド
イ
ツ
人
、
一
人
一
人
を
わ
れ
わ
れ
の
理
想
に
合
致
し
た
鋳
型
に
入
れ
て
鋳
直
す
」

Ⅰ
（
以
上
『
法
経
研
究
』
第
三
七
巻
第
三
号
、
第
四
号
、
第
三
八
巻
第
一
・
二
号
、
第
三
九
巻
第
一
号
）

H
（
以
上
『
法
経
研
究
』
第
三
九
巻
第
二
号
、
第
三
号
、
第
四
号
、
第
四
〇
巻
第
一
号
、
第
二
号
、
第
三
・
四
号
）

四
　
運
命
共
同
体
か
ら
種
共
同
体
へ

五
　
種
共
同
体
の
建
設
　
I

H
　
婚
姻
の
本
質
と
目
的
（
以
上
『
法
経
研
究
』
第
四
一
巻
第
一
号
）

自
　
婚
姻
・
出
産
の
奨
励
と
多
子
家
族
の
保
護
（
本
号
）

民
族
共
同
体
と
法
　
（
一
二
）



法
経
研
究
四
一
巻
二
号
（
一
九
九
二
年
）

日
　
婚
姻
・
出
産
の
奨
励
と
多
子
家
族
の
保
護

「
子
供
二
人
方
式
」
に
よ
る
ド
イ
ツ
民
族
の
生
物
学
的
弱
体
化

将
来
の
人
種
戦
争
に
勝
利
す
べ
く
、
新
た
な
人
間
の
創
造
を
目
的
に
、
ド
イ
ツ
民
族
に
対
し
「
結
婚
」
と
い
う
場
を
通
し
て
遂
行
さ
れ
る

べ
き
人
種
・
人
口
政
策
の
う
ち
、
差
し
迫
っ
て
解
決
が
求
め
ら
れ
た
問
題
が
「
人
口
数
の
増
加
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
他
の
二
つ
の

政
策
の
前
提
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
「
ド
イ
ツ
民
族
の
存
立
」
そ
の
も
の
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
こ
こ
で
は
、
〔
民
族
の
〕
生
存
の
問
題
そ
れ
自
体
、
つ
ま
り
は
、
文
字
通
り
の
意
味
に
お
い
て
、
ま
た
同
時
に
言
葉

の
も
っ
と
も
深
い
意
味
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
民
族
の
『
現
存
在
』
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
民
族
と
い
う
も
の
が
滅
び
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
他
民
族
の
手
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
己
自
身
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
自
ら
の
繁
殖
力
の
減
退
に
よ
っ
て
で
あ
る
」
、
ド
イ
ツ
民

族
の
人
口
動
態
の
分
析
に
よ
り
ナ
チ
ス
の
人
口
政
策
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
ラ
イ
ヒ
統
計
局
長
ブ
ル
グ
デ
ル
フ
ァ
ー
は
一
九
三
四
年
の
或
る
論

文
の
中
で
、
人
口
問
題
の
も
つ
重
要
性
を
こ
の
よ
う
に
指
摘
し
た
後
、
生
物
学
的
に
見
た
場
合
、
「
今
日
ド
イ
ツ
民
族
の
生
存
意
思
が
憂
慮
す

べ
き
衰
弱
状
態
に
あ
る
」
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
「
出
生
数
の
減
少
が
ド
イ
ツ
民
族
の
将
来
に
こ
の
上
も
な
く
重
大
な
懸
念
を
投
げ
か
け
て
い

る
」
こ
と
、
そ
う
し
た
事
実
を
過
去
の
統
計
数
字
に
も
と
づ
い
て
証
明
し
よ
う
と
す
る
。
差
し
当
た
り
、
一
九
〇
一
年
と
一
九
三
二
年
の
出

生
数
－
二
〇
三
二
〇
〇
〇
対
九
七
八
〇
〇
〇
－
の
比
較
だ
け
で
も
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
と
彼
は
い
う
。
わ
ず
か
一
世
代
の
間
に
出
生

数
は
半
減
し
た
の
で
あ
り
、
人
口
千
人
当
た
り
の
比
較
で
い
え
ば
、
三
七
人
か
ら
一
五
人
へ
と
そ
の
減
少
率
は
さ
ら
に
大
き
な
も
の
と
な
る
。

こ
う
し
た
ド
イ
ツ
民
族
の
繁
殖
力
の
低
下
と
い
う
現
象
は
、
近
隣
諸
国
の
実
態
、
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
一
九
三
二
年
に
お
け
る
千
人
当

た
り
の
出
生
数
が
一
七
・
二
人
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
、
あ
る
い
は
人
口
四
〇
〇
〇
万
の
イ
タ
リ
ア
や
三
二
〇
〇
万
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
出
生

数
が
六
五
〇
〇
万
を
有
す
る
ド
イ
ツ
の
そ
れ
と
変
わ
ら
な
い
と
い
う
事
実
と
比
較
す
れ
ば
、
よ
り
明
確
な
も
の
と
な
る
。
む
ろ
ん
、
一
民
族

の
も
つ
人
口
数
の
問
題
は
、
単
に
出
生
数
だ
け
で
片
づ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
死
亡
数
と
の
比
較
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ



た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
い
え
ば
、
出
生
率
の
低
下
が
顕
著
に
現
れ
る
世
紀
の
変
わ
り
目
以
降
も
、
一
九
一
五
年
か

ら
一
九
一
九
年
に
至
る
期
間
を
除
け
ば
、
出
生
数
は
常
に
死
亡
数
を
上
回
っ
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
っ
た
も
の
の
、
し
か
し
、
そ
の
差
は
、

千
人
当
た
り
一
四
な
い
し
一
五
人
か
ら
、
一
九
三
二
年
に
は
四
人
に
ま
で
落
ち
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
し
か
も
、
重
要
な
こ
と
は
、
年
間
ほ
ぼ

二
、
三
〇
万
人
に
あ
た
る
こ
の
出
生
過
剰
が
実
は
生
物
学
的
な
裏
付
け
を
も
た
な
い
単
な
る
仮
象
の
数
字
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
点
に

あ
っ
た
。
こ
の
原
因
を
、
ブ
ル
グ
デ
ル
フ
ァ
ー
は
「
今
日
の
年
令
構
成
の
偶
然
性
と
異
常
性
」
に
求
め
ら
れ
る
と
す
る
。
た
と
え
ば
一
九
二

七
年
に
お
け
る
千
人
当
た
り
の
死
亡
数
は
〓
な
い
し
三
人
で
あ
っ
た
が
、
「
も
し
毎
年
二
人
だ
け
が
死
亡
す
る
と
し
た
場
合
、
そ
れ
は
、

生
ま
れ
て
く
る
子
供
の
す
べ
て
が
平
均
－
害
華
中
〓
＝
九
一
才
ま
で
生
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
」
し
か
し
、
ド

イ
ツ
民
族
の
実
際
の
平
均
年
令
が
五
七
・
四
才
で
あ
る
と
い
う
事
実
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
あ
り
そ
う
も
な
い
こ
と
と
い
わ
ざ
る

を
え
な
い
。
こ
の
奇
妙
な
現
象
は
今
日
見
ら
れ
る
一
時
的
な
年
令
構
成
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
死
亡
数
の
減

少
は
や
が
て
一
五
年
も
す
れ
ば
大
き
く
変
化
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
故
、
年
令
構
成
に
て
ら
し
た
死
亡
数
の
「
修
正
」
が
必
要
で
あ
り
、

そ
の
場
合
、
千
人
当
た
り
二
人
で
は
な
く
、
－
害
苧
十
S
ム
＝
一
七
・
四
が
妥
当
な
数
字
と
な
る
。
同
様
に
、
千
人
当
た
り
一
八
・
四
人
と
い

う
出
生
数
も
ま
た
出
産
可
能
年
令
（
一
五
才
か
ら
四
五
才
）
に
あ
る
女
性
の
全
人
口
に
占
め
る
割
合
を
考
慮
し
て
一
五
・
九
へ
と
修
正
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
数
字
の
比
較
か
ら
す
れ
ば
、
一
九
二
七
年
に
お
い
て
既
に
ド
イ
ツ
民
族
は
出
生
不
足
の
状

況
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
不
足
数
は
一
九
三
二
年
に
は
千
人
当
た
り
に
つ
き
五
人
に
ま
で
拡
大
す
る
。
こ
れ
は
、
民
族
の
現
状
維
持
に
必
要

と
さ
れ
る
出
生
数
の
約
三
割
の
不
足
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
ド
イ
ツ
民
族
は
、
今
日
の
出
生
数
で
も
っ
て
し
て
は
、
自
ら
の
力
に
よ
っ

て
自
己
の
存
立
を
維
持
し
え
な
い
状
況
に
陥
っ
て
い
る
」
。
そ
れ
で
は
、
出
生
数
の
不
足
の
原
因
は
何
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
か
。

ブ
ル
グ
デ
ル
フ
ァ
ー
に
い
わ
せ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
純
粋
に
統
計
学
的
見
地
か
ら
み
る
限
り
、
そ
の
原
因
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
経
済
的
、

社
会
的
に
恵
ま
れ
、
精
神
的
に
ゆ
と
り
を
も
っ
た
教
養
あ
る
階
層
、
そ
れ
故
、
ド
イ
ツ
文
化
を
担
い
創
造
す
る
人
々
の
間
で
始
ま
り
、
そ
の

民
族
共
同
体
と
法
　
（
一
二
）



法
経
研
究
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一
巻
二
号
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九
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二
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四
四

後
、
そ
の
他
の
階
層
に
も
広
が
り
を
見
せ
た
「
子
供
二
人
方
式
」
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
世
紀
の
変
わ
り
目
頃
、
出
産
可
能
な
既
婚
女
性
千
人

当
た
り
の
出
生
数
が
二
八
六
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
一
九
三
二
年
に
は
一
〇
一
に
ま
で
減
少
す
る
。
出
産
可
能
期
間
が
二
五
才
か
ら
四
五
才

の
二
〇
年
間
と
す
れ
ば
、
今
日
で
は
一
組
の
夫
婦
か
ら
生
ま
れ
る
子
供
の
数
は
ほ
ぼ
二
人
と
い
う
計
算
に
な
る
。
「
今
日
の
死
亡
数
、
婚
姻
数

の
状
況
が
今
後
も
同
様
に
推
移
す
る
な
ら
ば
、
計
算
上
、
現
に
出
産
可
能
な
す
べ
て
の
結
婚
か
ら
平
均
三
・
四
人
の
子
供
の
誕
生
が
必
要
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
、
今
日
、
二
・
三
人
の
子
供
が
誕
生
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
故
、
平
均
し
て
夫
婦
一
組
当
た
り
一
人

の
子
供
が
不
足
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
」
も
し
こ
の
ま
ま
ド
イ
ツ
民
族
が
二
人
方
式
を
採
り
続
け
る
と
仮
定
し
た
場
合
、
具
体
的

に
い
か
な
る
事
態
が
生
ま
れ
る
の
か
。
ブ
ル
グ
デ
ル
フ
ァ
ー
は
以
下
の
計
算
結
果
を
提
示
す
る
。
ま
ず
基
本
と
な
る
人
口
数
を
一
〇
〇
〇
人

と
仮
定
す
れ
ば
、
三
〇
年
後
に
六
二
一
人
、
六
〇
年
後
は
三
八
六
人
、
九
〇
年
後
に
二
四
〇
人
、
二
一
〇
年
後
に
は
一
四
九
人
、
一
五
〇
年

後
、
つ
ま
り
五
世
代
後
に
は
九
二
人
、
そ
し
て
三
〇
〇
年
後
に
は
八
人
と
な
る
。
こ
れ
は
、
今
日
の
ド
イ
ツ
の
人
口
数
六
五
〇
〇
万
が
お
よ

そ
五
〇
万
人
の
規
模
に
ま
で
減
少
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
子
供
二
人
方
式
に
よ
る
意
識
的
な
出
産
制
限
、
意
図
的
な
小
家
族
主
義
」

（
7
）

が
も
た
ら
す
結
果
は
「
民
族
の
量
的
な
存
立
の
重
大
な
危
機
で
あ
る
。
」

し
か
し
、
ナ
チ
ス
の
人
種
理
論
か
ら
し
た
場
合
、
「
二
人
方
式
」
が
民
族
に
も
た
ら
す
弊
害
は
何
も
量
的
な
問
題
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
そ
れ
に
劣
ら
ず
重
要
視
さ
れ
る
べ
き
事
柄
と
し
て
、
「
民
族
の
遺
伝
的
素
質
の
退
化
」
と
い
う
質
的
な
問
題
が
あ
っ
た
。
出
産
制
限

は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
民
族
の
品
種
改
良
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
条
件
と
し
て
の
自
然
の
淘
汰
過
程
を
人
為
的
に
妨
げ
、
選
抜
の
可
能
性

を
剥
奪
す
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
「
自
然
」
は
元
来
生
殖
を
自
由
に
解
放
し
、
同
時
に
厳
し
い
環
境
の
中
で
、
「
あ
り
余
る
個
体
の
中
か
ら

最
良
の
も
の
だ
け
を
生
き
る
に
値
す
る
も
の
と
し
て
選
び
と
ろ
う
と
す
る
」
　
の
に
対
し
、
ひ
と
た
び
生
殖
自
体
が
制
限
さ
れ
、
出
生
数
が
減

少
す
る
や
い
な
や
、
「
も
っ
と
も
強
い
者
や
も
っ
と
も
健
康
な
者
し
か
生
き
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
自
然
的
な
生
存
闘
争
に
代
わ
っ
て
、
も
っ

と
も
弱
い
者
、
さ
ら
に
は
も
っ
と
も
病
弱
な
者
さ
え
も
、
ど
ん
な
代
価
を
払
っ
て
で
も
助
け
よ
う
と
す
る
当
然
の
欲
望
」
が
生
ま
れ
て
く
る



（
9
）
（
1

0
）

か
ら
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
「
弱
者
の
侍
女
」
で
あ
り
、
「
人
間
の
残
忍
な
破
壊
者
」
以
外
の
何
物
で
も
な
い
、
ヒ

ト
ラ
ー
は
そ
の
よ
う
に
主
張
す
る
、
「
採
る
べ
き
道
は
、
出
生
数
に
制
限
を
加
え
ず
、
生
き
残
る
べ
き
者
を
そ
の
中
か
ら
選
抜
し
う
る
よ
う
に

す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
ス
パ
ル
タ
人
が
賢
明
に
も
採
用
し
た
措
置
が
こ
う
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
六
〇
〇
〇
人
の
彼
ら
が
三
五
万

を
超
え
る
奴
隷
を
支
配
し
た
と
い
う
事
実
は
、
彼
ら
の
有
す
る
人
種
的
価
値
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ

は
〔
彼
ら
が
行
っ
た
〕
計
画
的
な
人
種
保
全
の
結
果
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
わ
れ
わ
れ
は
ス
パ
ル
タ
国
家
の
中
に
最
初
の
民
族
国

家
を
兄
い
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
病
気
や
虚
弱
、
不
具
の
子
供
を
遺
棄
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
彼
ら
を
抹
殺
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
と
は
逆

に
、
い
か
な
る
犠
牲
を
払
っ
て
も
、
も
っ
と
も
病
弱
な
者
と
い
え
ど
も
生
き
永
ら
え
さ
せ
、
他
方
、
産
児
制
限
や
堕
胎
と
い
う
手
段
に
よ
っ

て
何
十
万
も
の
健
全
な
子
供
を
抹
殺
し
、
そ
の
結
果
、
病
的
な
遺
伝
的
素
質
を
も
つ
退
化
し
た
種
を
繁
殖
さ
せ
よ
う
と
す
る
今
日
の
わ
れ
わ

れ
の
時
代
の
憐
れ
む
べ
き
妄
想
よ
り
も
は
る
か
に
人
間
に
相
応
し
い
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
実
際
千
倍
も
人
間
的
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
」

さ
ら
に
、
出
産
制
限
の
も
た
ら
す
弊
害
は
生
ま
れ
て
く
る
個
体
の
淘
汰
の
過
程
を
阻
害
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ

れ
は
、
「
い
ま
だ
生
ま
れ
て
こ
な
い
者
を
排
除
し
、
そ
の
結
果
、
民
族
の
た
め
に
将
来
役
立
つ
は
ず
の
者
を
元
か
ら
除
去
す
る
」
働
き
を
す
る

も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
「
〔
民
族
に
と
っ
て
〕
も
っ
と
も
価
値
あ
る
能
力
の
持
ち
主
と
い
う
も
の
は
、
長
子
や
第
二
子
の
中
に

は
含
ま
れ
な
い
も
の
」
な
の
だ
か
ら
。
「
民
族
の
人
口
数
の
喪
失
そ
の
も
の
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
民
族
の
も
っ
と
も
優
れ
た
価
値
あ
る
部
分
が

は
じ
め
か
ら
抹
殺
さ
れ
て
し
ま
う
」
、
そ
れ
が
産
児
制
限
に
よ
り
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
「
決
定
的
に
恐
ろ
し
い
事
柄
」
で
あ
る
と
ヒ
ト
ラ
ー
は

い
う
。
民
族
の
啓
蒙
を
目
的
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
一
九
四
〇
年
一
月
二
五
日
付
け
の
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
ェ
・
コ
ー
ル
の
記
事
は
単
純
明
快
で
あ
っ

た
。
ま
ず
紙
面
の
大
半
を
占
め
る
形
で
、
そ
の
中
央
に
「
母
親
十
字
勲
章
」
の
イ
ラ
ス
ト
を
掲
げ
、
そ
の
周
囲
に
当
時
の
ド
イ
ツ
人
で
あ
れ

ば
、
誰
も
が
知
っ
て
い
る
偉
人
の
顔
写
真
を
配
置
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
下
に
そ
の
者
が
何
人
兄
弟
姉
妹
の
何
番
目
の
子
供
で
あ
る
か
の
説
明
を

加
え
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
、
「
自
由
主
義
の
残
忍
な
発
明
物
で
あ
る
子
供
二
人
方
式
は
克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ

民
族
共
同
体
と
法
（
一
二
）
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四
六

れ
は
自
問
し
よ
う
、
こ
の
子
供
は
わ
れ
わ
れ
の
結
合
の
最
善
の
成
果
で
あ
る
か
、
と
。
一
人
な
い
し
二
人
の
子
供
し
か
持
た
な
い
者
に
と
っ

て
は
、
こ
の
問
い
か
け
に
対
し
良
心
の
珂
責
な
し
に
答
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
子
供
を
も
つ
両
親
だ
け
が
、
責
任
を
自
覚

し
た
配
偶
者
の
選
択
に
も
と
づ
き
、
自
ら
の
血
の
遺
産
を
最
善
の
方
法
で
未
来
に
伝
え
る
た
め
に
全
力
を
尽
く
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
、
彼
ら
の
生
存
と
活
躍
を
抜
き
に
し
て
は
、
今
日
の
ド
イ
ツ
民
族
と
い
う
も
の
の
存
在
を
考
え
る
こ
と

の
で
き
な
い
人
物
の
名
前
を
挙
げ
よ
う
。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
、
多
く
の
子
供
を
も
っ
た
両
親
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
人
た
ち
で
あ
る
。
も
し
彼

ら
の
両
親
が
二
人
方
式
を
採
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
決
し
て
こ
の
世
に
生
を
受
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
音
楽
家

シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
は
一
四
人
中
二
一
番
目
、
ド
イ
ツ
の
郵
便
制
度
の
創
設
者
Ⅴ
・
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
は
〓
大
中
八
番
目
、
医
学
者
ロ
ベ
ル
ト
●
′

コ
ッ
ホ
は
二
二
人
中
三
番
目
、
物
理
学
者
W
・
ウ
エ
ー
バ
ー
は
一
二
人
中
二
番
目
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
大
王
は
一
四
人
中
四
番
目
、
音
楽

家
ワ
グ
ナ
ー
は
九
人
中
九
番
目
、
ル
ー
デ
ン
ド
ル
フ
将
軍
は
六
人
中
三
番
目
、
詩
人
エ
ド
ゥ
ア
ル
ト
・
メ
リ
ケ
は
二
二
人
中
七
番
目
、
植
民

地
開
拓
者
カ
ー
ル
・
ベ
ー
タ
ー
ス
は
一
〇
人
中
八
番
目
、
哲
学
者
カ
ン
ト
は
九
人
中
四
番
目
、
ラ
イ
ヒ
首
相
ビ
ス
マ
ル
ク
は
六
人
中
四
番
目
、

U
ボ
ー
ト
の
英
雄
オ
ッ
ト
ー
・
ヴ
エ
デ
ィ
ゲ
ン
は
八
人
中
八
番
目
の
子
供
…
…
…
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
実
は
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
も
う
一
つ
別
の
事
柄
を
対
立
さ
せ
れ
ば
、
さ
ら
に
以
下
の
事
実
が
明
ら
か
と
な
る
。
上
に
挙
げ
ら
れ
た
両
親
に
比
べ

決
し
て
劣
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
多
く
の
両
親
が
、
二
人
の
子
供
を
も
つ
こ
と
で
満
足
し
て
し
ま
っ
た
結
果
、
国
民
と
国
家
に
対

し
偉
大
な
人
物
を
提
供
す
る
機
会
を
み
す
み
す
逃
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
以
上
の
事
柄
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
多
産
の
訴

え
は
単
な
る
数
に
対
す
る
崇
拝
か
ら
く
る
も
の
で
は
な
い
。
多
く
の
優
れ
た
者
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
そ
の
中
か
ら
も
っ

と
も
優
れ
た
者
が
選
抜
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
」

榔
　
堕
胎
と
同
性
愛
、
避
妊
に
対
す
る
闘
争

可
能
な
限
り
多
く
の
子
供
を
出
産
し
、
扶
養
す
る
こ
と
が
ド
イ
ツ
民
族
同
胞
の
義
務
で
あ
っ
た
。
「
少
な
く
と
も
四
人
の
子
供
を
も
っ
た
家



族
の
み
が
健
全
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
」
、
そ
の
よ
う
に
シ
ュ
テ
ム
ラ
ー
は
い
う
。
民
族
の
量
的
・
質
的
強
化
を
目
的
に
、
「
四
人
の
子
供
」

を
最
低
限
の
ノ
ル
マ
で
あ
る
と
す
る
民
族
共
同
体
の
中
に
あ
っ
て
、
「
民
族
か
ら
男
性
と
女
性
を
奪
い
取
り
」
、
「
民
族
の
も
っ
と
も
偉
大
な
果

実
で
あ
る
子
供
を
騙
し
取
る
」
「
堕
胎
」
と
「
同
性
愛
」
以
上
に
、
ナ
チ
ス
に
と
っ
て
「
不
快
な
」
、
早
急
に
根
絶
す
べ
き
「
犯
罪
行
為
」
は

な
か
っ
た
に
ち
が
い
鮎
。
一
九
三
六
年
の
ド
イ
ツ
法
ア
カ
デ
ミ
ー
で
の
講
演
に
お
い
て
こ
の
間
題
を
と
り
あ
げ
た
ヒ
ム
ラ
ー
は
、
そ
の
中

で
、
「
堕
胎
と
同
性
愛
は
単
に
個
人
の
問
題
で
は
な
い
」
と
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
、
「
そ
れ
は
、
民
族
の
生
存
に
関
わ
る
問
題
で
あ

る
。
か
つ
て
オ
ラ
ン
ダ
や
ス
イ
ス
が
辿
っ
た
民
族
没
落
の
二
の
舞
を
避
け
た
い
と
考
え
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
こ
と
を
十
分
自
覚
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
五
〇
万
あ
る
い
は
一
〇
〇
万
の
男
性
が
ま
と
も
な
結
婚
を
行
わ
ず
、
ま
た
毎
年
数
十
万
と
い
う
子
供
が
生
ま
れ
な
い

ま
ま
墓
場
へ
と
送
り
込
ま
れ
て
ゆ
く
よ
う
な
民
族
が
没
落
す
る
こ
と
は
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
で
あ
る
。
」

「
堕
胎
」
に
関
し
て
い
え
ば
、
む
ろ
ん
、
ナ
チ
ス
に
よ
る
権
力
掌
握
以
前
、
そ
れ
が
野
放
し
に
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
九
二
六

年
五
月
一
八
日
の
『
刑
法
典
改
正
法
』
は
、
な
る
ほ
ど
一
八
七
一
年
の
『
刑
法
典
』
に
定
め
る
堕
胎
罪
の
刑
罰
の
軽
減
化
と
構
成
要
件
の
一

部
削
減
を
行
っ
た
も
の
の
、
な
お
第
二
一
八
条
と
し
て
、
「
自
己
の
胎
児
を
胎
内
に
お
い
て
、
ま
た
堕
胎
に
よ
り
殺
害
し
、
あ
る
い
は
他
人
に

よ
る
殺
害
を
承
認
し
た
女
性
」
、
な
ら
び
に
「
そ
の
他
胎
児
を
胎
内
に
お
い
て
、
ま
た
は
堕
胎
に
よ
り
殺
害
し
た
者
」
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
軽

懲
役
を
、
ま
た
、
「
妊
婦
の
同
意
な
し
に
、
あ
る
い
は
営
業
と
し
て
〔
胎
児
の
殺
害
〕
を
行
っ
た
者
」
、
な
ら
び
に
「
妊
婦
に
堕
胎
の
た
め
の

薬
剤
、
ま
た
は
器
具
を
営
業
と
し
て
提
供
す
る
者
」
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
重
懲
役
を
、
ま
た
軽
減
す
べ
き
情
状
の
存
す
る
場
合
三
カ
月
以
上

の
軽
懲
役
を
科
す
旨
の
規
定
を
設
け
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ラ
イ
ヒ
政
府
は
、
差
し
当
た
り
第
二
一
八
条
の
規
定
は
そ
の
ま
ま
と
し
た
も

の
の
、
一
九
三
三
年
五
月
二
六
日
の
『
改
鮎
』
に
お
い
て
、
「
堕
胎
の
蔓
延
の
防
止
」
を
目
軋
草
第
三
九
条
、
第
二
二
〇
条
と
し
て
、

「
堕
胎
手
段
の
広
告
」
と
「
堕
胎
の
た
め
の
申
出
」
の
罪
を
追
加
、
即
ち
、
「
堕
胎
を
目
的
と
す
る
薬
剤
、
物
品
ま
た
は
処
置
を
公
然
と
広
告

し
、
推
奨
し
、
あ
る
い
は
か
か
る
薬
剤
ま
た
は
物
品
を
人
々
の
出
入
り
す
る
場
所
に
陳
列
し
た
者
」
、
「
堕
胎
の
実
行
ま
た
は
助
成
の
た
め
に

民
族
共
同
体
と
法
　
（
二
一
）
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公
然
と
自
己
ま
た
は
他
人
の
助
力
を
申
し
出
た
者
」
に
対
し
い
ず
れ
も
二
年
以
下
の
軽
懲
役
、
ま
た
は
罰
金
を
規
定
し
た
。

（
2
2
）
（
2

3
）

「
国
家
の
敵
」
、
あ
る
い
は
「
民
族
に
対
す
る
背
反
罪
」
、
「
民
族
を
滅
ぼ
す
ペ
ス
ト
」
と
の
熔
印
を
押
さ
れ
た
「
同
性
愛
」
に
つ
い
て
は
、

既
に
『
刑
法
典
』
が
第
一
七
五
条
に
お
い
て
「
男
性
間
で
行
わ
れ
る
反
自
然
的
淫
行
は
軽
懲
役
に
処
す
」
と
の
規
定
を
設
け
て
い
た
が
、
ラ

イ
ヒ
政
府
は
、
「
数
お
よ
び
力
の
両
面
で
強
力
、
か
つ
道
徳
的
に
健
全
な
民
族
を
目
指
す
新
た
な
国
家
は
、
一
切
の
反
自
然
的
性
行
為
、
と
り

（
2
4
）

わ
け
関
係
す
る
人
々
の
思
想
、
感
情
全
体
に
破
滅
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
同
性
愛
に
対
し
強
力
な
戦
い
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の

（
2
5
）

観
点
か
ら
、
一
九
三
五
年
六
月
二
八
日
の
『
改
正
法
』
に
お
い
て
、
全
面
的
な
改
正
を
実
施
。
「
他
の
男
性
と
淫
行
を
行
い
、
ま
た
は
行
わ
し

め
た
男
性
は
軽
懲
役
に
処
す
。
行
為
の
当
時
、
当
事
者
が
満
二
一
才
に
達
し
な
い
場
合
、
裁
判
所
は
、
特
別
に
軽
微
な
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、

（
2
6
）

刑
罰
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
、
こ
れ
が
新
た
な
第
一
七
五
条
で
あ
っ
た
。
従
来
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
が
、
第
一
七
五
条
に
定
め
る
「
男
性

間
（
N
W
i
s
c
h
e
n
）
で
行
わ
れ
る
淫
行
」
と
の
文
言
を
根
拠
に
、
「
交
接
類
似
の
行
為
」
の
み
を
「
淫
行
」
に
該
当
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
結
果
、

取
締
当
局
に
証
明
の
困
難
さ
を
強
い
る
と
と
も
に
、
性
欲
の
満
足
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
身
体
接
触
、
さ
ら
に
は
相
互
的
な
オ
ナ
ニ
ー
を

処
罰
し
え
な
か
っ
た
と
の
反
省
か
ら
、
新
た
な
規
定
は
、
「
男
性
間
で
行
わ
れ
る
一
切
の
同
性
愛
的
淫
行
」
に
対
す
る
処
罰
を
可
能
な
ら
し
め

（
2
7
）

る
べ
く
、
先
の
文
言
を
「
他
の
男
性
と
（
m
i
t
）
淫
行
を
行
い
」
へ
と
代
え
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
ラ
イ
ヒ
政
府
は
、
第
一
七
五
条
a
を
新

設
、
特
別
に
重
大
な
ケ
ー
ス
と
し
て
、
「
暴
力
、
ま
た
は
生
命
、
身
体
に
対
す
る
現
在
す
る
危
険
を
も
っ
て
脅
迫
す
る
こ
と
に
よ
り
、
他
の
男

性
と
淫
行
を
行
い
、
ま
た
は
行
わ
し
め
る
こ
と
を
強
要
し
た
男
性
」
、
「
雇
傭
関
係
、
ま
た
は
労
務
関
係
、
従
属
関
係
に
も
と
づ
く
依
存
状
態

を
濫
用
し
、
他
の
男
性
を
し
て
、
自
己
と
の
淫
行
を
行
い
、
ま
た
は
行
わ
し
め
る
こ
と
を
許
容
さ
せ
た
男
性
」
、
「
二
一
才
未
満
の
男
性
を
し

て
、
自
己
と
の
淫
行
を
行
い
、
ま
た
は
行
わ
し
め
る
こ
と
を
誘
惑
し
た
二
一
才
以
上
の
男
性
」
、
「
営
業
と
し
て
男
性
と
淫
行
を
行
い
、
ま
た

は
行
わ
し
め
、
ま
た
は
そ
の
た
め
に
自
己
を
提
供
し
た
男
性
」
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
年
以
下
の
重
懲
役
を
、
ま
た
軽
減
す
べ
き
情
状
の

存
す
る
場
合
三
カ
月
以
上
の
軽
懲
役
を
規
定
。



民
族
の
出
生
数
の
引
き
上
げ
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
有
す
る
簡
便
性
の
故
に
、
堕
胎
等
に
劣
ら
ず
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
重
要
な
問
題
を

も
つ
事
柄
と
し
て
「
避
妊
」
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
ナ
チ
ス
に
よ
る
政
権
掌
握
以
前
、
刑
法
上
の
規
制
が
存
在
し
な
か
っ
た
ば
か

り
か
、
む
し
ろ
産
児
制
限
を
目
的
に
避
妊
の
た
め
の
宣
伝
が
熱
心
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
事
態
に
対
す
る
反
省
か
ら
、
一
九
四
一
年
一
月

三
日
、
ラ
イ
ヒ
内
務
大
臣
代
理
ヒ
ム
ラ
ー
は
、
『
避
妊
の
た
め
の
処
置
、
薬
剤
、
物
品
に
関
す
る
警
察
命
令
』
を
布
告
。
こ
れ
は
、
洗
浄
パ

イ
プ
、
ペ
ッ
サ
リ
ー
、
軟
膏
等
避
妊
の
用
に
供
す
る
一
切
の
薬
剤
、
物
品
の
営
業
目
的
で
行
わ
れ
る
「
製
造
」
、
「
輸
入
」
、
「
広
告
」
、
「
推
奨
」
、

「
販
売
の
た
め
の
在
庫
」
、
「
販
売
」
、
「
譲
渡
」
、
「
そ
の
他
流
通
な
ら
し
め
る
行
為
」
、
さ
ら
に
は
、
医
師
そ
の
他
の
者
に
よ
る
こ
れ
ら
薬
剤
、

物
品
を
使
っ
た
避
妊
の
た
め
の
女
性
の
身
体
へ
の
処
置
、
お
よ
び
避
妊
を
目
的
と
す
る
「
放
射
線
照
射
」
、
「
注
射
」
等
の
一
切
の
行
為
を
禁

止
、
故
意
に
命
令
に
違
反
し
た
者
に
対
し
て
は
、
他
の
法
令
が
よ
り
重
大
な
刑
罰
を
規
定
し
て
い
な
い
限
り
、
一
五
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
以

下
の
罰
金
ま
た
は
六
週
間
以
内
の
拘
留
を
科
す
も
の
と
し
た
。

（
3
0
）

一
九
四
三
年
三
月
九
日
、
ラ
イ
ヒ
国
防
評
議
会
は
、
『
婚
姻
、
家
族
及
び
母
性
の
保
護
の
た
め
の
命
令
』
を
布
告
。
『
刑
法
典
』
が
従
来
婚

姻
と
家
族
の
保
護
の
た
め
の
固
有
の
章
を
設
け
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
鑑
み
、
差
し
当
た
り
戦
時
下
に
お
い
て
可
能
な
範
囲
で
の
総
轄
的
規

定
を
企
て
た
中
で
、
『
命
令
』
は
、
「
戦
争
に
よ
る
人
的
損
失
が
、
よ
り
積
極
的
な
人
口
政
策
の
採
用
と
、
よ
り
強
力
な
民
族
の
生
物
学
的
力

の
保
護
を
必
要
な
ら
し
め
る
に
至
っ
た
」
と
の
認
識
か
ら
出
発
し
て
、
「
堕
胎
、
出
産
能
力
の
破
壊
、
及
び
妊
娠
中
絶
・
防
止
手
段
の
販
売
」

の
章
を
設
置
。
堕
胎
に
つ
い
て
は
第
五
条
が
こ
れ
を
規
定
す
る
、
「
自
己
の
胎
児
を
殺
害
し
、
ま
た
は
他
人
に
よ
る
殺
害
を
承
認
し
た
女
性
」

に
対
し
、
軽
懲
役
、
と
り
わ
け
重
大
な
場
合
に
は
重
懲
役
を
、
「
そ
の
他
妊
婦
の
胎
児
を
殺
害
し
た
者
」
に
対
し
、
重
懲
役
、
軽
減
す
べ
き
情

状
の
あ
る
場
合
に
は
軽
懲
役
を
、
「
行
為
者
が
そ
れ
に
よ
り
ド
イ
ツ
民
族
の
生
存
力
を
継
続
的
に
侵
害
し
た
」
場
合
に
は
死
刑
を
、
さ
ら
に
「
妊

婦
に
胎
児
殺
害
の
た
め
の
薬
剤
ま
た
は
物
品
を
提
供
し
た
者
」
に
対
し
、
軽
懲
役
、
と
り
わ
け
重
大
な
場
合
に
は
重
懲
役
を
、
そ
れ
ぞ
れ
科

す
も
の
と
し
た
。
構
成
要
件
の
新
設
を
含
め
、
一
九
三
三
年
五
月
二
六
日
の
『
改
正
法
』
が
な
お
手
を
つ
け
な
か
っ
た
堕
胎
罪
の
刑
罰
の
強

民
族
共
同
体
と
法
　
（
一
二
）
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〇

化
の
理
由
と
し
て
、
リ
ー
チ
ュ
は
、
先
の
状
況
の
下
で
、
一
九
二
六
年
五
月
一
八
日
の
『
改
正
法
』
　
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
刑
罰
の
軽
減
化

が
も
は
や
許
容
し
え
な
い
も
の
と
な
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
出
産
能
力
の
破
壊
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
第
二
二
四
条
お
よ
び
第
二
二
五

条
に
も
と
づ
き
、
「
重
大
な
身
体
傷
害
」
の
一
つ
と
し
て
、
当
事
者
の
意
思
に
反
し
て
行
わ
れ
た
場
合
に
限
り
、
処
罰
が
可
能
で
あ
っ
た
の
に

対
し
、
第
六
条
が
新
た
に
こ
れ
を
規
定
、
即
ち
、
「
法
律
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
た
場
合
の
他
、
他
人
の
生
殖
能
力
、
出
産
能
力
を
そ
の
者
の
同

意
の
下
に
、
ま
た
は
自
己
自
身
の
生
殖
能
力
、
出
産
能
力
を
故
意
に
破
壊
し
、
あ
る
い
は
放
射
線
照
射
ま
た
は
ホ
ル
モ
ン
療
法
に
よ
り
永
続

的
に
擾
乱
な
ら
し
め
た
者
は
、
他
の
法
令
が
よ
り
重
大
な
刑
罰
を
規
定
し
て
い
な
い
限
り
、
三
カ
月
以
上
の
軽
懲
役
、
と
り
わ
け
重
大
な
場

合
は
重
懲
役
に
処
す
。
」
最
後
に
、
堕
胎
手
段
の
販
売
に
つ
い
て
は
、
一
九
三
三
年
五
月
二
六
日
の
『
改
正
法
』
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
第
二
一

九
条
が
「
堕
胎
を
目
的
と
す
る
」
薬
剤
、
物
品
、
処
置
の
「
公
然
た
る
」
広
告
、
推
奨
、
陳
列
行
為
の
み
を
対
象
と
し
、
そ
の
結
果
、
薬
剤

等
の
製
造
、
販
売
、
あ
る
い
は
性
病
予
防
の
た
め
の
薬
剤
が
堕
胎
の
た
め
に
流
用
さ
れ
る
と
い
っ
た
事
態
を
取
り
締
ま
り
え
な
か
っ
た
こ
と

（
3
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）

に
対
す
る
反
省
か
ら
、
新
た
に
避
妊
手
段
を
含
め
て
、
第
七
条
が
こ
れ
を
規
定
、
即
ち
、
「
妊
娠
を
中
絶
し
、
ま
た
は
防
止
し
、
あ
る
い
は
性

病
を
予
防
す
べ
き
薬
剤
ま
た
は
物
品
を
、
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
り
、
法
令
に
反
し
、
製
造
し
、
ま
た
は
広
告
し
、
ま
た
は
流
通
な
ら
し
め

た
者
は
、
二
年
以
下
の
軽
懲
役
ま
た
は
罰
金
に
処
す
。
」
　
こ
の
他
、
第
九
条
が
、
ラ
イ
ヒ
内
務
大
臣
に
対
し
、
こ
れ
ら
手
段
の
製
造
、

流
通
を
規
制
す
る
権
限
を
授
与
し
た
の
は
、
こ
の
間
題
に
対
す
る
よ
り
効
果
的
か
つ
迅
速
な
対
応
措
置
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
で
あつ（販
た聖売

0　　　　ヽ

㈲
　
婚
姻
資
金
貸
付
制
度

堕
胎
や
同
性
愛
、
避
妊
に
対
す
る
厳
格
な
刑
罰
威
嚇
が
ド
イ
ツ
民
族
の
性
お
よ
び
性
生
活
を
め
ぐ
る
法
意
識
の
「
正
常
化
」
　
の
た
め
に
必

要
不
可
欠
な
措
置
で
あ
り
、
人
口
増
加
に
何
程
か
の
役
割
を
演
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
そ
れ
は
民
族
全
体
に
広
く
行
き
わ
た
っ
た
「
子

供
二
人
方
式
に
よ
る
意
識
的
な
出
産
制
限
と
意
図
的
な
小
家
族
主
義
」
　
の
克
服
を
目
的
と
す
る
ナ
チ
ス
の
人
口
政
策
全
体
か
ら
し
て
、
あ
く

ま
で
補
助
的
な
役
割
を
演
ず
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
生
殖
活
動
と
い
う
も
の
が
、
た
と
え
純
粋
に
私
的
な
事
柄
で



は
な
い
と
み
な
さ
れ
た
に
せ
よ
、
元
来
当
事
者
の
自
主
的
な
判
断
と
自
覚
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
事
柄
と
し
て
の
性
質
を
捨
て
き
れ
な
か
っ
た

限
り
に
お
い
て
、
ナ
チ
ス
政
府
に
と
っ
て
の
焦
眉
の
課
題
は
、
外
側
か
ら
の
強
制
で
は
な
く
、
む
し
ろ
民
族
同
胞
の
婚
姻
と
出
産
へ
の
意
欲

を
高
め
、
婚
姻
と
出
産
を
容
易
な
ら
し
め
る
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
ラ
イ
ヒ
内
務
大
臣
フ
リ
ッ

ク
は
、
一
九
三
三
年
六
月
二
八
日
、
自
ら
召
集
し
た
人
口
・
人
種
政
策
の
た
め
の
専
門
家
会
議
の
初
会
合
の
席
上
、
こ
の
間
題
に
関
す
る
新

た
な
政
治
指
導
部
の
方
針
を
次
の
通
り
表
明
し
た
。
「
ド
イ
ツ
の
出
生
数
の
不
足
は
今
日
猶
予
な
ら
ざ
る
状
況
に
陥
っ
て
い
る
。
大
戦
後
の
子

供
二
人
方
式
は
既
に
古
臭
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ド
イ
ツ
民
族
は
一
人
方
式
、
さ
ら
に
は
ゼ
ロ
方
式
へ
と
移
行
し
て
い
る
」
、
ま
ず
、

現
在
の
状
況
を
こ
の
よ
う
に
総
括
し
た
フ
リ
ッ
ク
は
、
か
か
る
変
化
の
原
因
を
ワ
イ
マ
ー
～
時
代
に
顕
著
と
な
っ
た
ド
イ
ツ
人
の
新
た
な
生

活
意
識
の
中
に
求
め
た
。
「
自
由
主
義
精
神
が
、
わ
れ
わ
れ
の
民
族
の
魂
を
毒
し
、
家
庭
生
活
と
か
子
供
を
生
み
育
て
る
こ
と
へ
の
意
欲
と
い
っ

た
も
の
を
破
壊
し
て
し
ま
っ
た
。
夫
も
妻
も
と
も
に
職
業
を
も
ち
、
仕
事
に
出
か
け
る
。
彼
ら
が
、
一
方
で
、
精
神
的
な
教
養
を
、
ま
た
、

他
方
で
、
労
働
、
経
済
生
活
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
。
か
く
て
、
夫
婦
に
と
っ
て
、
家
庭
生
活
と
い
う
も
の
は
疎
遠
な
も
の
と
な
り
、
放
窓

な
性
的
自
由
の
中
で
〔
男
女
の
〕
平
等
が
実
現
さ
れ
る
と
信
じ
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
世
間
は
、
ス
ポ
ー
ツ
、
仕
事
に
お
い
て
、
男
の
よ
う
に

活
発
な
女
性
を
褒
め
讃
え
は
す
る
が
、
子
沢
山
の
母
親
に
対
し
て
は
何
ら
敬
意
を
払
お
う
と
は
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
だ
か
ら
、
夫
も

ま
た
、
自
分
の
妻
の
中
に
た
だ
生
活
を
共
に
す
る
仲
間
を
見
る
だ
け
で
、
も
は
や
彼
の
子
供
の
母
親
を
見
よ
う
と
は
し
な
い
。
」
も
っ
と
も
、

フ
リ
ッ
ク
も
「
従
来
の
立
法
や
行
政
が
、
子
供
の
な
い
、
あ
る
い
は
子
供
の
少
な
い
状
態
を
生
み
出
し
て
き
た
と
い
う
側
面
を
否
定
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
」
こ
と
を
承
認
す
る
。
「
一
家
の
主
人
が
、
た
と
え
不
十
分
と
は
い
え
所
得
税
の
一
部
を
免
除
さ
れ
る
一
方
で
、
そ
れ
以
前
既

に
彼
の
家
族
は
そ
れ
ぞ
れ
の
も
つ
子
供
の
数
に
応
じ
て
、
一
切
の
食
料
品
や
日
常
の
必
需
品
の
購
入
に
際
し
、
消
費
税
に
よ
っ
て
そ
の
何
倍

も
の
負
担
を
間
接
的
に
強
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
未
婚
の
者
、
子
供
の
な
い
者
は
、
祖
国
の
た
め
に
子
供
を
教
育
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
子
沢
山
の
家
族
に
比
べ
、
一
人
当
た
り
何
倍
も
の
お
金
を
自
由
に
消
費
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
い
う
状
況
が
生
ま
れ
て
い

民
族
共
同
体
と
法
　
（
一
二
）
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る
。
今
日
、
子
沢
山
の
家
族
の
主
人
が
所
帯
を
維
持
し
て
ゆ
こ
う
と
し
た
場
合
、
食
物
、
健
康
維
持
、
教
養
、
ス
ポ
ー
ツ
、
衣
類
、
住
居
に

か
か
る
費
用
を
極
端
に
切
り
詰
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
何
百
万
も
の
母
親
が
、
し
か
も
し
ば
し
ば
子
沢
山
の
母
親
が
、

家
計
の
余
裕
を
求
め
て
、
本
来
の
家
族
の
世
話
を
放
り
投
げ
て
労
働
に
従
事
し
て
い
る
一
方
で
、
未
婚
の
男
性
が
失
業
し
、
公
的
基
金
に
よ
っ

て
援
助
を
受
け
て
い
る
と
い
っ
た
今
日
の
状
況
を
、
何
と
し
て
も
緊
急
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
女
性
を
再
び
結
婚
生
活
、
家
庭
生

（
3
7
）

活
に
連
れ
戻
し
、
他
方
、
男
性
を
失
業
か
ら
救
い
出
し
、
彼
ら
に
働
く
場
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
こ
う
し
た
認
識
か
ら
出
発
し
て
、

フ
リ
ッ
ク
が
委
員
会
に
求
め
た
こ
と
は
、
新
た
な
人
口
政
策
に
定
位
し
た
早
急
な
経
済
的
措
置
の
立
案
化
で
あ
っ
た
。
「
人
口
政
策
の
真
撃
な

再
構
築
に
着
手
し
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
家
族
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
置
か
れ
て
い
る
経
済
的
状
況
、
所
得
の
程
度
に
応
じ
た
諸
々
の
援

助
措
置
を
と
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
家
族
の
存
在
に
敵
対
的
な
働
き
を
す
る
現
在
の
法
律
の
諸
条
項
を
検
討
し
直
し
、
家
族
を
援
助
す
る

に
相
応
し
い
立
法
に
着
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
所
得
税
納
付
義
務
を
負
う
者
に
つ
き
、
よ
り
強
力
な
所
得
税
の
段
階
的
軽
減
措
置
に
よ

り
、
眼
に
見
え
る
形
で
の
負
担
の
公
平
化
が
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
様
に
、
官
吏
の
俸
給
も
ま
た
、
家
族
状
態
お
よ
び
子
供
の

数
に
応
じ
て
、
よ
り
効
果
的
な
仕
方
で
段
階
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
由
業
者
、
中
規
模
経
営
者
、
そ
の
他
一
切
の
企
業
経
営
者
に
対

し
て
は
、
効
果
的
な
税
の
軽
減
措
置
を
採
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
賃
金
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
収
入
や

（
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子
供
の
数
の
程
度
に
応
じ
た
調
整
基
金
の
創
設
と
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
」

（
3
9
）

か
か
る
観
点
か
ら
行
わ
れ
た
最
初
の
人
口
政
策
的
立
法
措
置
が
、
一
九
三
三
年
六
月
一
日
の
　
『
失
業
解
消
の
た
め
の
法
律
』
第
五
章
、
い

わ
ゆ
る
『
婚
姻
奨
励
法
』
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
、
同
年
六
月
三
日
か
ら
実
施
さ
れ
た
「
婚
姻
資
金
貸
付
制
度
」
で
あ
っ
た
。
「
本
法
律
の
発
効

後
に
婚
姻
す
る
ド
イ
ツ
ラ
イ
ヒ
国
籍
所
有
者
は
、
申
請
に
も
と
づ
き
千
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
以
下
の
金
額
に
お
い
て
婚
姻
資
金
貸
付
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
婚
姻
資
金
貸
付
の
申
請
は
婚
姻
以
前
に
こ
れ
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
金
額
の
交
付
は
婚
姻
締
結
後
は
じ
め
て
行
わ

れ
る
。
」
婚
姻
資
金
貸
付
制
度
の
創
設
を
こ
の
よ
う
に
宣
言
し
た
第
一
条
第
一
項
は
、
引
き
続
き
、
貸
付
条
件
に
つ
き
以
下
の
三
項
目
を
規
定
。



「
妻
と
な
る
べ
き
者
が
、
一
九
三
一
年
六
月
一
日
か
ら
一
九
三
三
年
五
月
三
一
日
以
前
の
期
間
、
少
な
く
と
も
六
カ
月
間
国
内
に
お
い
て
雇

（
4
1
）

傭
関
係
に
あ
っ
た
」
こ
と
、
「
戸
籍
更
に
よ
る
婚
姻
予
告
が
存
在
し
、
か
つ
妻
と
な
る
べ
き
者
が
、
被
傭
者
と
し
て
の
活
動
を
遅
く
と
も
婚
姻

締
結
の
時
点
に
お
い
て
中
止
し
、
あ
る
い
は
申
請
の
時
点
に
お
い
て
既
に
中
止
し
て
い
る
」
こ
と
、
「
妻
と
な
る
べ
き
者
は
、
夫
と
な
る
べ
き

者
が
所
得
税
法
の
意
味
に
お
い
て
一
カ
月
当
た
り
二
一
五
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
以
上
の
所
得
を
有
し
、
か
つ
貸
付
金
の
全
額
を
返
済
し
な
い
限

（
4
2
）

り
、
被
傭
者
と
し
て
の
活
動
を
再
開
し
な
い
」
こ
と
。
か
か
る
条
件
の
下
、
「
夫
と
な
る
べ
き
者
が
居
住
し
、
あ
る
い
は
日
常
的
に
滞
在
す
る

（
4

3
）

区
域
の
地
方
行
政
官
署
」
に
対
し
て
な
さ
れ
る
申
請
に
も
と
づ
き
、
「
管
轄
財
務
官
署
」
が
最
終
的
な
決
定
を
下
し
た
後
、
「
無
利
子
」
で
貸

（
4
4
）

与
さ
れ
る
貸
付
金
は
、
「
定
め
ら
れ
た
販
売
所
で
の
家
具
及
び
所
帯
道
具
の
取
得
資
格
証
明
」
と
し
て
の
「
必
需
品
購
買
券
」
の
形
で
夫
に
対

し
交
付
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
返
済
義
務
・
方
法
に
つ
い
て
は
第
二
条
が
こ
れ
を
規
定
す
る
。
配
偶
者
そ
れ
ぞ
れ
が
「
全
額
債
務
者
」
と

し
て
、
「
連
帯
責
任
を
負
い
」
、
貸
付
の
行
わ
れ
た
次
の
四
半
期
以
降
、
毎
月
一
〇
日
、
「
夫
の
所
得
税
を
管
轄
す
る
財
務
官
署
」
に
対
し
、
「
貸

付
額
の
百
分
の
一
の
月
額
返
済
」
が
義
務
の
内
容
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
子
供
が
誕
生
し
た
場
合
の
返
済
方
法
に
関
し
、
六
月
二
〇
日
の
『
第

一
施
軋
離
』
が
特
別
の
措
置
を
規
定
、
一
人
の
誕
生
毎
に
「
元
の
貸
付
金
額
の
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
免
除
」
が
、
ま
た
残
金
の
返
済
に
つ
い

て
も
、
誕
生
後
「
最
大
二
一
カ
月
間
の
猶
予
」
が
申
請
に
も
と
づ
い
て
認
め
ら
れ
た
。
結
局
、
毎
年
一
人
ず
つ
合
計
四
人
の
子
供
の
誕
生
に
よ

り
全
額
の
返
済
が
免
除
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
、
「
四
人
の
子
供
」
の
誕
生
を
民
族
同
胞
に
課
せ
ら
れ
た
最
低
限
の
ノ
ル
マ
で
あ
る
と

す
る
先
に
紹
介
し
た
考
え
方
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

婚
姻
資
金
貸
付
制
度
の
目
的
が
、
一
方
で
、
自
己
の
家
族
の
樹
立
に
必
要
な
資
金
不
足
の
故
に
結
婚
で
き
な
い
ま
ま
で
い
る
青
年
男
女
に

対
し
、
早
期
の
婚
姻
締
結
を
可
能
な
ら
し
め
、
あ
わ
せ
て
子
供
の
増
殖
を
は
か
り
、
他
方
で
、
女
性
労
働
者
を
家
庭
と
い
う
場
に
連
れ
戻
す

こ
と
に
よ
り
、
男
性
失
業
者
の
た
め
に
労
働
の
場
を
提
供
し
、
同
時
に
彼
ら
の
生
活
保
護
の
た
め
に
費
や
さ
れ
る
一
人
当
た
り
年
間
五
〇
〇

（
4

6
）

ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
に
の
ぼ
る
失
業
救
済
資
金
の
負
担
を
軽
減
な
ら
し
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
既
に
第
一
条
が
規
定
す
る
貸
付
条
件
か

民
族
共
同
体
と
法
　
（
二
一
）
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五
四

ら
し
て
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
新
た
な
制
度
の
目
的
は
単
に
こ
れ
ら
人
口
政
策
的
お
よ
び
経
済
的
な
そ
れ
に
と
ど
ま
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
早
く
も
、
『
第
一
施
行
令
』
は
、
先
の
三
項
目
の
他
に
、
以
下
の
条
件
を
付
け
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
制
度
が
、
政

治
的
、
な
ら
び
に
人
種
衛
生
学
的
目
的
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
「
配
偶
者
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、

名
誉
市
民
権
を
有
し
て
い
る
」
こ
と
、
「
配
偶
者
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
自
己
の
有
す
る
政
治
的
立
場
に
て
ら
し
、
常
に
無
条
件
に
て
国
民
国
家
の

た
め
に
働
く
用
意
の
あ
る
」
こ
と
、
「
配
偶
者
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
彼
ら
の
婚
姻
を
民
族
共
同
体
の
利
益
に
反
せ
し
め
る
と
思
わ
れ
る
遺
伝
性
の

精
神
的
も
し
く
は
肉
体
的
疾
患
を
有
し
て
い
な
い
」
こ
と
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
七
月
五
日
の
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
に
よ
る
『
解
説
』
は
、

「
配
偶
者
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
一
九
三
三
年
四
月
七
日
の
職
業
官
吏
団
再
建
法
第
三
条
に
い
う
『
非
ア
ー
リ
ア
人
』
で
な
い
」
こ
と
、
ま
た
、

（
4
9
）

七
月
二
六
日
の
『
第
二
施
行
令
』
は
、
「
配
偶
者
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
申
請
の
時
点
に
お
い
て
、
伝
染
病
も
し
く
は
そ
の
他
生
命
を
脅
か
す
病
気

に
羅
患
し
て
い
な
い
」
こ
と
を
追
加
。
結
局
、
肉
体
的
・
精
神
的
に
健
全
で
あ
り
、
有
害
な
遺
伝
的
素
質
を
持
た
ず
、
か
つ
民
族
と
国
家
に

忠
実
な
ド
イ
ツ
人
の
血
を
有
す
る
子
孫
の
誕
生
・
育
成
が
期
待
さ
れ
う
る
よ
う
な
結
婚
、
そ
れ
が
理
想
の
結
婚
の
姿
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
申
請
者
が
は
た
し
て
こ
れ
ら
の
条
件
を
具
備
し
、
当
該
結
婚
資
金
を
貸
し
付
け
る
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
の
審
査
は
、
申

請
を
受
け
付
け
た
地
方
行
政
官
署
の
手
に
委
ね
ら
れ
た
が
、
そ
の
際
、
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
事
柄
は
、
『
第
二
施
行
令
』
が
、
す
べ
て
の
申

請
者
に
対
し
、
官
吏
医
等
に
よ
る
「
健
康
診
断
」
の
受
診
を
義
務
づ
け
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
「
配
偶
者
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
彼
ら
の
結
婚
を

民
族
共
同
体
の
利
益
に
反
せ
し
め
る
と
思
わ
れ
る
遺
伝
性
の
精
神
的
ま
た
は
肉
体
的
障
害
・
病
気
を
有
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
、
な
ら
び

に
配
偶
者
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
申
請
の
時
点
に
お
い
て
、
伝
染
病
も
し
く
は
そ
の
他
生
命
を
脅
か
す
病
気
に
羅
患
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
が
、

そ
れ
ぞ
れ
官
吏
医
、
ま
た
は
そ
れ
に
代
わ
る
医
師
の
証
明
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

そ
の
後
、
必
ず
し
も
明
確
と
は
い
え
な
い
こ
の
条
項
の
運
用
を
め
ぐ
る
混
乱
の
防
止
を
目
的
に
、
ラ
イ
ヒ
内
務
大
臣
フ
リ
ッ
ク
は
、
そ
れ

ま
で
の
経
験
を
も
と
に
、
一
九
三
四
年
三
月
一
六
日
、
「
婚
姻
資
金
貸
付
申
請
者
に
対
す
る
医
学
的
検
査
な
ら
び
に
評
価
の
統
一
化
」
に
関
す



る
『
指
針
』
を
布
告
。
こ
の
中
で
、
「
証
明
書
」
、
即
ち
、
「
婚
姻
適
格
証
明
書
」
の
発
行
に
際
し
必
要
と
な
る
当
事
者
の
「
婚
姻
適
格
性
」
の

検
査
対
象
と
し
て
五
項
目
－
1
U
遺
伝
病
の
存
在
、
②
遺
伝
的
負
荷
、
③
伝
染
病
の
存
在
、
④
生
命
を
脅
か
す
病
気
の
存
在
、
⑤
当
該
結
婚

が
民
族
共
同
体
の
利
益
と
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
そ
の
他
の
事
情
の
存
在
－
を
列
挙
し
た
『
指
針
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
以
下
の
解

説
を
加
え
て
い
る
。
ま
ず
、
①
「
遺
伝
病
の
存
在
」
に
関
し
、
「
適
格
証
明
書
」
の
発
行
を
拒
否
す
べ
き
ケ
ト
ス
と
し
て
、
「
先
天
的
精
神
薄

弱
、
精
神
分
裂
病
、
循
環
性
精
神
病
（
操
鬱
病
）
、
遺
伝
性
癒
療
病
、
遺
伝
性
舞
踏
病
（
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
舞
踏
病
）
、
遺
伝
性
盲
、
遺
伝
性
聾
、

重
大
な
遺
伝
性
肉
体
的
奇
形
、
重
度
の
精
神
病
質
、
重
大
な
体
質
的
疾
患
等
の
疾
患
を
有
し
、
あ
る
い
は
過
去
に
有
し
て
い
た
」
場
合
を
挙

げ
、
さ
ら
に
個
々
の
疾
患
に
関
し
以
下
の
留
意
事
項
を
付
け
加
え
て
い
る
。
先
天
的
精
神
薄
弱
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
「
知
能
及
び
知
識
量
」

だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
精
神
薄
弱
の
そ
の
他
の
特
徴
、
た
と
え
ば
「
判
断
力
の
弱
き
、
周
囲
の
影
響
を
受
骨
や
す
い
こ
と
、
高
度
の
道
徳
意

識
の
欠
如
、
記
憶
力
・
注
意
力
の
弱
さ
、
情
動
の
鈍
感
性
等
、
さ
ら
に
は
社
会
に
敵
対
的
、
と
り
わ
け
犯
罪
的
特
徴
の
存
在
が
観
察
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
に
、
学
業
成
績
や
日
常
生
活
の
能
力
も
ま
た
有
益
な
判
断
材
料
と
な
り
う
る
。
」
重
度
の
精
神
病
質
に
つ
い
て
は
、
「
性

格
的
逸
脱
の
み
な
ら
ず
、
反
社
会
的
な
い
し
は
社
会
に
敵
対
的
な
行
態
を
伴
っ
た
明
白
な
退
行
的
形
態
も
ま
た
、
こ
う
し
た
特
徴
が
職
業
生

活
に
お
い
て
既
に
明
ら
か
と
な
り
、
か
つ
繰
り
返
し
あ
ら
わ
れ
る
限
り
、
こ
の
概
念
に
含
ま
れ
る
。
」
癒
療
病
、
盲
、
聾
、
重
大
な
肉
体
的
奇

形
の
「
遺
伝
性
の
証
明
」
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
そ
の
こ
と
が
し
ば
し
ば
困
難
で
は
あ
れ
、
「
こ
の
種
の
障
害
を
有
す
る
者
の
生
殖
、
し
た
が
っ

て
結
婚
が
望
ま
し
い
も
の
と
考
え
ら
れ
う
る
の
は
、
民
族
の
品
種
改
良
の
観
点
か
ら
し
て
、
彼
ら
の
障
害
が
『
後
天
的
』
で
あ
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
、
か
つ
障
害
者
本
人
が
自
己
の
家
族
を
経
済
的
に
扶
養
し
う
る
、
そ
う
し
た
場
合
に
限
ら
れ
る
。
」
重
大
な
遺
伝
性
の
肉
体
的
奇
形
に

つ
い
て
は
、
「
先
天
的
股
関
節
脱
臼
、
先
天
的
内
反
足
、
狼
咽
、
先
天
的
裂
手
、
明
白
な
神
経
障
害
を
伴
っ
た
脊
椎
披
裂
、
自
然
分
娩
を
絶
対

的
に
不
可
能
な
ら
し
め
る
遺
伝
性
狭
骨
盤
、
遺
伝
性
運
動
障
害
、
遺
伝
性
筋
緊
張
症
、
進
行
性
筋
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
、
遺
伝
性
分
裂
的
脊
椎

麻
痔
、
身
長
二
二
〇
c
m
以
下
の
明
ら
か
な
小
人
」
を
、
ま
た
、
重
大
な
遺
伝
性
体
質
的
疾
患
に
つ
い
て
は
、
「
若
年
性
糖
尿
病
、
肥
肝
性
陰
萎

民
族
共
同
体
と
法
　
（
一
二
）
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五
六

症
、
極
端
な
リ
ン
パ
体
質
、
早
期
の
重
大
な
耳
硬
化
症
、
血
友
病
、
粘
液
水
腫
、
明
白
な
幼
稚
症
、
重
大
な
甲
状
腺
腫
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
該

当
す
べ
き
事
例
と
し
て
挙
げ
る
。
②
「
遺
伝
的
負
荷
」
　
に
関
し
、
「
婚
姻
適
格
証
明
書
」
　
の
発
行
を
拒
否
す
べ
き
ケ
ー
ス
と
し
て
、
「
な
る
ほ

ど
本
人
に
は
眼
に
見
え
る
遺
伝
病
は
存
在
し
な
い
も
の
の
、
血
縁
者
が
高
い
程
度
に
お
い
て
遺
伝
可
能
な
健
全
障
害
を
あ
ら
わ
し
、
あ
る
い

は
過
去
に
あ
ら
わ
し
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
婚
姻
資
金
貸
付
の
申
請
者
の
子
孫
が
平
均
的
住
民
に
比
べ
相
当
程
度
高
い
蓋
然
性
で
も
っ

て
こ
れ
ら
の
病
気
の
遺
伝
的
負
荷
を
も
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
う
る
」
場
合
を
挙
げ
、
た
と
え
ば
両
親
の
一
方
、
二
人
の
兄

弟
姉
妹
、
近
親
の
血
縁
者
（
祖
父
母
、
両
親
の
兄
弟
姉
妹
）
　
の
三
分
の
一
以
上
の
者
、
一
人
の
兄
弟
姉
妹
と
二
人
の
祖
父
母
ま
た
は
両
親
の

兄
弟
姉
妹
が
、
「
重
大
で
確
実
に
遺
伝
可
能
な
肉
体
的
ま
た
は
精
神
的
欠
陥
を
有
し
、
ま
た
は
過
去
に
有
し
て
い
た
」
場
合
が
そ
れ
に
該
当
す

る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
と
す
る
。
『
第
一
施
行
令
』
が
、
単
に
申
請
当
事
者
に
つ
い
て
の
み
遺
伝
的
疾
患
の
有
無
を
問
題
と
し
て
い
た
こ
と
か

ら
す
る
な
ら
ば
、
『
指
針
』
　
の
要
請
は
新
た
な
条
件
の
追
加
で
あ
っ
た
。
③
「
伝
染
病
の
存
在
」
　
に
関
し
、
「
証
明
書
」
　
の
発
行
を
拒
否
す
べ

き
ケ
ー
ス
と
し
て
、
「
当
該
伝
染
病
が
、
配
偶
者
ま
た
は
子
孫
の
生
命
ま
た
は
健
康
を
、
検
査
の
時
点
に
お
い
て
、
ま
た
は
後
に
危
殆
な
ら
し

め
、
あ
る
い
は
当
人
の
生
計
能
力
ま
た
は
生
命
を
脅
か
す
」
場
合
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
④
「
生
命
を
脅
か
す
病
気
の
存
在
」
　
に
関
し
、
む
ろ

ん
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
の
対
応
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
し
な
が
ら
も
、
一
般
的
指
針
と
し
て
、
「
疾
患
の
種
類
、
病
状
の
重
大
性
、
治

療
可
能
性
、
予
後
」
の
観
察
を
挙
げ
、
「
生
計
能
力
、
ま
た
は
通
常
の
職
業
活
動
、
ま
た
は
生
殖
を
脅
か
す
一
切
の
躍
病
が
婚
姻
適
格
性
を
失

わ
し
め
る
」
も
の
と
す
る
。
⑤
「
民
族
共
同
体
の
利
益
に
合
致
し
な
い
そ
の
他
の
事
情
」
　
に
関
し
、
具
体
例
と
し
て
、
他
の
配
偶
者
の
生
殖

を
妨
げ
る
「
生
殖
能
力
の
欠
如
」
、
劣
等
な
遺
伝
的
素
質
に
も
と
づ
き
、
ま
た
は
全
体
人
格
の
破
壊
を
も
た
ら
す
恐
れ
の
あ
る
「
重
度
の
ア
ル

コ
ー
ル
症
」
　
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
早
期
に
人
種
衛
生
学
的
目
的
を
採
り
入
れ
、
先
の
『
回
状
』
の
中
で
フ
リ
ッ
ク
が
、
「
今
日
家
族
を
樹
立
し
よ
う
と
企
て
る

人
々
の
間
に
、
遺
伝
生
物
学
的
及
び
保
健
衛
生
的
選
抜
淘
汰
の
も
つ
重
要
性
を
自
覚
な
ら
し
め
る
に
至
っ
た
」
と
評
し
た
婚
姻
資
金
貸
付
制



度
は
、
や
が
て
そ
の
後
の
法
改
正
を
通
じ
、
当
初
の
失
業
解
消
と
い
っ
た
目
的
を
完
全
に
喪
失
す
る
こ
と
に
な
る
。
妻
の
再
就
職
の
禁
止
を

原
則
と
す
る
立
場
を
維
持
し
な
が
ら
も
、
例
外
的
に
再
就
職
へ
の
道
を
開
い
た
一
九
三
六
年
七
月
二
八
日
の
『
第
六
施
塾
に
続
き
、
一

九
三
七
年
二
月
三
日
の
『
第
三
改
正
法
』
は
、
妻
と
な
る
べ
き
者
の
労
働
に
関
し
、
婚
姻
資
金
貸
付
の
条
件
と
し
て
、
「
申
請
以
前
の
二
年

間
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
九
カ
月
間
国
内
に
お
い
て
雇
傭
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
」
の
み
を
挙
げ
、
妻
の
再
就
職
の
禁
止
に
関
す
る
条
項
を

削
除
。
こ
の
変
化
が
、
「
四
力
年
計
画
」
の
実
施
に
よ
る
失
業
者
の
減
少
、
さ
ら
に
は
戦
争
に
備
え
た
軍
拡
に
よ
る
全
体
的
な
労
働
力
不
足
と

い
っ
た
雇
傭
状
況
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
申
請
以
前
一
定
の
範
囲
に
お
い
て
ド
イ
ツ
民
族
に
自

己
の
労
働
力
を
用
立
て
た
経
験
を
も
つ
こ
と
を
義
務
づ
け
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
婚
姻
資
金
貸
付
制
度
は
、
女
性
労
働
力
の
追

放
で
は
な
く
、
逆
に
そ
の
確
保
を
保
障
す
る
手
段
へ
と
、
経
済
政
策
の
面
で
そ
の
内
容
と
目
的
を
大
き
く
変
化
さ
せ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

か
か
る
状
況
下
、
制
度
の
も
つ
人
口
政
策
約
・
人
種
衛
生
学
的
目
的
が
よ
。
一
層
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
当
然
の
成
行
き
で
あ
っ
た
。

「
婚
姻
資
金
貸
付
の
主
た
る
目
的
は
、
今
日
で
は
」
と
ベ
ル
リ
ッ
ツ
は
い
う
、
「
若
く
健
全
な
ド
イ
ツ
民
族
同
胞
に
早
期
の
結
婚
を
可
能
な
ら

し
め
、
あ
る
い
は
容
易
な
ら
し
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
民
族
の
増
殖
を
は
か
り
、
ド
イ
ツ
民
族
の
偉
大
な
課
題
の
実
現
に
必
要
と
さ
れ

る
子
供
を
ド
イ
ツ
民
族
の
た
め
に
提
供
す
る
こ
と
に
あ
る
。
」

一
九
三
九
竺
月
一
四
日
、
ラ
イ
ヒ
内
務
大
臣
フ
リ
ッ
ク
が
、
先
の
一
九
三
四
年
の
『
指
針
』
を
更
に
強
化
す
べ
く
、
再
び
『
婚
姻
資
金

貸
付
申
請
者
に
対
す
る
医
学
的
検
査
の
た
め
の
指
針
』
を
布
告
し
た
こ
と
は
、
こ
う
し
た
貸
付
制
度
の
目
的
の
変
化
と
無
関
係
で
は
な
か
っ

た
。
「
自
己
の
家
政
の
設
立
を
容
易
な
ら
し
め
、
か
つ
健
全
な
子
孫
の
増
殖
に
と
っ
て
必
要
な
諸
条
件
を
整
備
す
べ
く
、
ド
イ
ツ
ラ
イ
ヒ
は
、

若
い
夫
婦
に
対
し
一
定
の
前
提
の
下
に
申
請
に
も
と
づ
き
無
利
子
の
資
金
貸
付
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
」
貸
付
制
度
が
人
口
政
策
・
人
種
衛
生

学
的
目
的
に
定
位
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
明
確
に
確
認
し
た
『
指
針
』
は
、
検
査
を
担
当
す
る
官
吏
医
が
当
該
申
請
の
推
薦
を
行

う
に
必
要
な
「
医
学
的
な
ら
び
に
遺
伝
的
」
前
提
条
件
に
関
し
、
「
〔
婚
姻
資
金
貸
付
の
対
象
と
な
る
〕
婚
姻
は
、
民
族
共
同
体
に
と
っ
て
望

民
族
共
同
体
と
法
（
一
二
）
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ま
し
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
当
該
結
婚
か
ら
価
値
あ
る
子
孫
が
期
待
さ
れ
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
一
般
的
規
定
を
置
い
た

上
で
、
具
体
的
に
以
下
の
三
項
目
を
列
挙
。
即
ち
、
①
法
律
で
定
め
る
婚
姻
障
害
事
由
が
存
在
し
な
い
こ
と
、
②
申
請
者
双
方
が
家
族
の
設

立
に
相
応
し
い
健
全
性
を
有
し
、
か
つ
当
該
家
族
か
ら
健
全
で
遺
伝
的
に
有
能
な
子
孫
の
誕
生
と
教
育
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
、
③
申
請
者
双

方
娼
全
で
遺
伝
的
に
有
能
な
氏
族
の
出
身
で
あ
る
。
と
。
①
「
婚
姻
障
害
事
由
」
に
関
し
て
は
、
完
三
五
年
一
〇
月
一
八
日
の
『
婚
姻

健
全
法
』
が
、
「
伝
染
病
」
、
「
禁
治
産
及
び
一
時
的
後
見
」
、
「
精
神
的
障
害
」
、
「
遺
伝
病
」
の
四
項
目
を
挙
げ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の

場
合
に
つ
き
、
婚
姻
資
金
貸
付
の
申
請
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
な
い
と
さ
れ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
『
指
針
』
は
、
『
婚
姻
健

全
法
』
第
六
条
に
よ
り
例
外
的
に
婚
姻
が
認
め
ら
れ
た
場
合
も
、
貸
付
申
請
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
、
さ
ら
に
、
遺
伝
裁
判
所
ま
た
は
上
級

遺
伝
裁
判
所
が
、
『
婚
姻
健
全
法
』
の
定
め
る
「
婚
姻
能
力
証
明
書
」
の
発
行
を
拒
否
さ
れ
た
婚
約
者
か
ら
の
抗
告
を
認
め
た
場
合
、
あ
る
い

は
婚
約
者
に
対
す
る
断
種
の
申
請
を
却
下
し
た
場
合
、
こ
れ
ら
婚
姻
締
結
そ
の
も
の
が
可
能
で
あ
る
い
ず
れ
の
場
合
に
も
「
通
常
」
婚
姻
資

金
貸
付
の
推
薦
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
②
「
申
請
者
双
方
の
健
全
性
」
に
関
し
て
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
、
『
指
針
』
は
、
民
族
同

胞
と
し
て
の
共
同
体
的
義
務
の
履
行
能
力
を
強
調
す
る
。
「
現
に
存
在
し
、
ま
た
は
そ
う
し
た
恐
れ
の
あ
る
肉
体
的
ま
た
は
精
神
的
欠
陥
が
、

そ
の
者
の
労
働
能
力
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
の
結
果
、
当
該
家
族
が
遅
か
れ
早
か
れ
程
度
は
と
も
か
く
他
者
か
ら
の
援
助
を
求
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
う
る
男
性
は
、
婚
姻
資
金
貸
付
の
申
請
者
と
は
な
り
え
な
い
。
健
康
上
の
理
由
か
ら
ド
イ
ツ
の
母
親
と
し
て
の

課
題
を
果
た
し
え
な
い
女
性
に
つ
い
て
も
、
医
学
的
立
場
か
ら
し
て
、
婚
姻
資
金
の
貸
付
を
推
薦
し
え
な
い
。
申
請
者
双
方
に
つ
き
、
職
業

及
び
家
政
が
要
請
す
る
健
康
上
の
能
力
と
な
ら
ん
で
、
子
供
の
教
育
に
と
っ
て
不
可
欠
と
な
る
肉
体
的
か
つ
精
神
的
健
全
性
及
び
性
格
的
適

性
の
存
在
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
こ
れ
ら
の
能
力
以
1
に
、
「
生
殖
能
力
」
が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
「
申

請
者
に
対
す
る
検
査
に
際
し
、
と
り
わ
け
生
殖
能
力
の
問
題
に
注
意
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
殖
能
力
の
不
存
在
が
確
実
で
あ
る

場
合
、
貸
付
を
推
薦
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
申
請
者
双
方
ま
た
は
一
方
の
健
康
1
の
理
由
、
あ
る
い
は
年
令
か
ら
し
て
、
ド
イ
ツ
民
族
に



対
す
る
生
物
学
的
義
務
の
履
行
が
期
待
し
え
な
い
場
合
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
」
③
「
申
請
者
の
氏
族
の
遺
伝
的
健
全
性
」
に
関
し
て
は
、
一

九
三
四
年
の
『
指
針
』
が
は
じ
め
て
「
遺
伝
的
負
荷
」
に
つ
い
て
の
検
査
を
要
請
し
て
い
た
が
、
今
回
よ
。
厳
格
な
選
抜
規
準
を
導
入
。
「
申

請
者
の
有
す
る
遺
伝
的
負
荷
に
鑑
み
、
は
た
し
て
婚
姻
資
金
の
貸
付
が
推
薦
し
う
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
の
検
討
は
、
そ
の
者
の
氏
族
の
遺

伝
的
価
値
全
体
か
ら
出
発
し
て
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
検
査
者
は
、
断
種
法
に
定
め
る
遺
伝
病
だ
け
で
は
な
く
、
子
孫
の
健
全

性
を
害
す
る
恐
れ
の
あ
る
一
切
の
遺
伝
的
逸
脱
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
近
い
血
族
（
両
親
、
兄
弟
姉
妹
、
子
供
）
の
中

に
断
種
法
に
定
め
る
遺
伝
病
患
者
が
一
人
で
も
存
在
す
る
場
合
、
推
薦
さ
れ
え
な
い
。
」
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
は
、
単
に
遺
伝
病
に
関
す
る
負

荷
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
『
指
針
』
は
、
新
た
に
、
当
該
氏
族
の
構
成
員
の
「
共
同
体
に
お
け
る
生
活
行
態
」
の
検
査
を
要
請
す
る
。
こ
れ
は
、

「
自
己
の
現
存
在
を
共
同
体
に
組
み
入
れ
、
共
同
体
に
定
位
し
、
共
同
体
の
中
で
、
共
同
体
の
た
め
に
行
動
す
る
能
力
と
、
遺
伝
的
素
質
と

の
間
に
は
関
係
が
あ
る
」
と
の
ナ
チ
ズ
ム
に
固
有
の
観
念
か
ら
す
る
当
然
の
措
置
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
指
針
』
は
い
う
、
「
た
と
え

ば
当
該
氏
族
の
中
に
遺
伝
病
の
存
在
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
し
か
し
、
個
々
の
構
成
員
の
生
活
行
態
に
よ
。
、
申
請
者
の
有
す

る
遺
伝
的
価
値
全
体
が
平
均
を
大
き
く
下
回
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
す
べ
て
の
場
合
に
つ
き
、
評
価
は
拒
否
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え

な
い
。
そ
れ
故
、
申
請
者
の
氏
族
の
中
に
、
刑
法
に
繰
り
返
し
違
反
し
、
警
察
や
そ
の
他
の
官
署
の
厄
介
に
な
る
者
、
あ
る
い
は
労
働
を
忌

避
す
る
者
、
自
制
心
を
欠
く
者
、
浪
費
家
、
自
己
ま
た
は
子
供
の
扶
養
を
継
続
的
に
他
者
の
援
助
に
頼
ろ
う
と
す
る
者
が
相
当
数
存
在
す
る

場
合
、
婚
姻
資
金
の
貸
付
を
推
薦
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
申
請
者
が
、
他
者
の
援
助
、
監
督
、
指
導
な
し
に
、
ま
と
も
な
家
政
を
行
う
こ

と
も
、
ま
た
子
供
を
民
族
の
有
用
な
分
肢
へ
と
教
育
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
氏
族
の
出
身
で
あ
る
場
合
、
あ
る
い
は
氏
族
の
中
に
大
酒
飲
み
、

売
春
婦
、
浮
浪
者
、
麻
薬
中
毒
、
賭
博
好
き
、
詐
欺
商
人
等
が
一
人
な
ら
ず
存
在
す
る
場
合
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
民
族
共
同
体
に
対
し
貢

献
を
な
し
う
る
か
否
か
、
あ
る
い
は
共
同
体
に
自
己
を
組
み
入
れ
う
る
か
否
か
、
こ
う
し
た
事
柄
が
、
簡
単
な
医
学
的
検
査
の
結
果
以
上
に
、

当
該
氏
族
の
有
す
る
遺
伝
的
価
値
全
体
の
評
価
に
と
っ
て
有
効
な
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
遺
伝
学
的

民
族
共
同
体
と
法
（
一
二
）
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評
価
が
行
わ
れ
る
す
べ
て
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
か
か
る
検
討
が
、
婚
姻
資
金
貸
付
申
請
者
に
対
す
る
検
査
と
評
価
に
際
し
て
も
、

（
5
9
）

と
り
わ
け
重
要
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

婚
姻
資
金
貸
付
制
度
の
目
的
を
変
化
さ
せ
た
社
会
的
経
済
的
状
況
は
、
人
口
政
策
に
対
し
も
う
一
つ
の
重
大
な
影
響
を
与
え
た
。
好
況
が

も
た
ら
す
農
村
部
か
ら
都
市
部
へ
の
人
口
移
動
の
問
題
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
か
か
る
人
口
移
動
が
、
民
族
の
食
料
確
保
と
い
う
観
占
㌫
ら
、

さ
ら
に
農
村
を
北
方
人
種
の
「
血
の
源
泉
」
と
み
る
ナ
チ
ズ
ム
に
固
有
の
「
血
と
土
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
し
て
、
政
治
指
導
部
に
と
っ

て
放
置
し
え
な
い
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ラ
イ
ン
ハ
～
ト
と
ダ
レ
は
、
人
口
移
動
の
原
因
と
な
る
都
市
と
農
村
の
労
働

ぉ
よ
び
生
活
条
件
の
「
均
衡
化
」
を
目
的
に
、
完
三
八
年
七
月
七
日
、
『
農
村
人
口
奨
励
の
た
め
の
A
町
離
』
を
布
告
。
第
一
条
は
、
農
村
住

民
に
対
し
、
婚
姻
資
金
貸
付
の
返
済
の
猶
予
お
よ
び
免
除
を
規
定
。
少
な
く
と
も
配
偶
者
の
一
方
が
、
農
業
、
林
業
、
ま
た
は
農
村
手
工
業

者
と
し
て
従
事
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
間
の
返
済
を
無
利
子
で
猶
予
す
る
と
と
も
に
、
結
婚
以
前
、
配
偶
者
の
一
方
が
少
な
く
と
も
五
年
間

継
蔵
し
て
農
業
、
林
業
、
ま
た
は
農
村
手
工
業
者
と
し
て
従
事
し
て
い
た
場
合
に
は
、
最
大
限
一
〇
年
間
の
返
済
を
猶
予
。
さ
ら
に
、
猶
予

期
間
中
、
配
偶
者
の
一
方
が
一
〇
年
間
継
続
し
て
農
業
、
林
業
、
ま
た
は
農
村
手
工
業
者
と
し
て
従
事
し
た
場
合
、
返
済
を
免
除
。
第
三
条

は
、
新
た
な
制
度
と
し
て
、
農
村
住
民
に
対
す
る
「
整
備
資
金
貸
付
制
度
」
を
導
入
。
こ
れ
は
、
農
業
、
林
業
、
農
村
手
工
業
に
従
事
す
る

上
で
必
要
と
な
る
道
具
、
機
械
、
家
畜
の
購
入
、
開
拓
地
の
整
備
へ
の
使
用
を
目
的
に
、
一
九
三
八
年
六
月
三
〇
日
以
降
に
結
婚
し
た
農
村

住
民
に
対
し
、
婚
姻
資
金
の
貸
付
と
は
別
に
、
配
偶
者
の
双
方
ま
た
は
一
方
が
最
近
五
年
間
継
続
的
に
農
業
、
林
業
、
ま
た
は
農
村
手
工
業

者
と
し
て
従
事
し
、
か
つ
今
後
も
従
事
す
る
意
思
を
有
し
て
い
る
と
い
っ
た
条
件
の
他
、
配
偶
者
双
方
が
、
「
ド
イ
ツ
人
ま
た
は
ド
イ
ツ
人
と

類
縁
の
血
を
有
す
る
ド
イ
ツ
国
籍
所
有
者
で
あ
る
」
こ
と
、
「
名
誉
市
民
権
を
有
す
る
」
こ
と
、
「
彼
ら
の
行
態
に
て
ら
し
、
ド
イ
ツ
民
族
及

び
ラ
イ
ヒ
に
対
し
忠
誠
を
尽
く
す
こ
と
を
欲
し
、
か
つ
そ
の
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
」
こ
と
を
条
件
に
、
従
事
者
が
配
偶
者
の
双
方
で

ぁ
る
か
一
方
で
あ
る
か
に
応
じ
て
、
八
〇
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
ま
た
は
四
〇
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
を
現
金
、
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
も
の
で



あ
っ
た
。
返
済
に
つ
い
て
は
第
五
条
が
こ
れ
を
規
定
す
る
。
結
婚
後
、
配
偶
者
双
方
が
継
続
的
に
農
業
、
林
業
、
ま
た
は
農
村
手
工
業
者
と

し
て
従
事
し
た
場
合
、
一
〇
年
経
過
後
、
五
〇
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
の
返
済
を
、
ま
た
そ
の
後
一
年
毎
に
一
〇
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
の
返
済

を
免
除
し
、
ま
た
従
事
者
が
配
偶
者
の
一
方
で
あ
る
場
合
、
一
〇
年
経
過
後
、
二
〇
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
の
返
済
を
、
ま
た
そ
の
後
一
年
毎

に
五
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
の
返
済
を
免
除
。
第
八
条
は
、
整
備
資
金
貸
付
の
対
象
外
と
な
っ
た
農
村
住
民
の
内
、
一
九
三
三
年
二
一
月
三
一

日
以
降
に
結
婚
し
た
者
に
対
し
、
少
な
く
と
も
配
偶
者
の
一
方
が
最
近
五
年
間
継
続
的
に
農
業
労
働
者
ま
た
は
農
村
手
工
業
者
と
し
て
従
事

し
、
か
つ
今
後
も
農
業
労
働
者
ま
た
は
農
村
手
工
業
者
と
し
て
従
事
す
る
意
思
の
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
た
場
合
、
最
近
五
年
間
の
従
事
者
が

配
偶
者
双
方
で
あ
っ
た
か
、
一
方
で
あ
っ
た
か
に
応
じ
、
先
の
整
備
資
金
貸
付
の
場
合
と
同
様
の
条
件
の
下
、
そ
れ
ぞ
れ
四
〇
〇
ラ
イ
ヒ
ス

マ
ル
ク
、
ま
た
は
二
〇
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
の
「
整
備
補
助
金
」
を
給
付
す
る
も
の
と
し
た
。

㈲
　
多
子
家
族
児
童
補
助
金
制
度

一
九
三
五
年
の
党
大
会
、
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
は
、
「
民
族
国
家
は
、
政
府
の
無
計
画
な
経
済
運
営
に
よ
り
、
子
沢
山
が
両
親
に
と
っ
て
天
罰
と

な
り
、
健
全
な
女
性
の
多
産
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
し
、
…
…
…
民
族
に
贈
ら
れ
た
も
っ
と
も
貴
重
な
恵
み
に
対
す
る
最
高

保
護
者
と
し
て
の
自
ら
の
立
場
を
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
『
我
が
闘
争
』
の
言
葉
を
援
用
し
、
「
多
子
家
族
」
に
対
す
る
経
済
的

援
助
の
た
め
の
新
た
な
制
度
の
創
設
を
表
明
、
「
フ
ユ
ー
ラ
ー
に
よ
っ
て
打
ち
立
て
ら
れ
た
か
か
る
原
則
の
実
現
に
わ
れ
わ
れ
が
真
面
目
に
取

り
組
む
こ
と
は
、
今
後
具
体
的
に
例
証
さ
れ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
か
ら
は
、
子
沢
山
の
社
会
的
状
況
に
対
し
、
常
に
特
別
な
注
意
が
振

り
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
『
婚
姻
奨
励
法
』
が
そ
の
た
め
の
最
初
の
企
て
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
婚
姻
資
金
の
貸
付
は
、
新
た
に
締
結
さ
れ

る
婚
姻
を
対
象
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
過
ぎ
ず
、
わ
れ
わ
れ
が
忘
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
既
に
存
在
し
て
い
る
多
子
家
族
の
こ
と
で

あ
る
。
彼
ら
の
置
か
れ
た
経
済
的
境
遇
の
結
果
、
多
く
の
子
供
を
養
育
す
る
上
で
必
要
と
さ
れ
る
十
分
な
ベ
ッ
ド
や
そ
の
他
の
所
帯
道
具
を

容
易
に
調
達
で
き
な
い
、
そ
う
し
た
多
子
家
族
が
数
多
く
存
在
す
る
。
そ
の
た
め
の
対
策
と
し
て
、
こ
れ
ら
資
力
の
乏
し
い
多
子
家
族
に
対

3
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す
る
児
童
補
助
金
の
給
付
が
明
日
か
明
後
日
に
は
命
令
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
」

こ
の
予
告
通
り
、
一
九
三
五
年
九
月
一
五
日
に
布
告
さ
れ
た
『
多
子
家
族
に
対
す
る
児
童
補
助
金
給
付
に
関
す
る
A
町
離
』
は
、
一
〇
月
一

日
か
ら
「
婚
姻
資
金
貸
付
の
た
め
の
ラ
イ
ヒ
特
別
基
金
か
ら
、
申
請
に
も
と
づ
き
多
子
家
族
に
対
し
一
時
児
童
補
助
金
を
給
付
す
る
こ
と
が

で
き
る
」
旨
を
宣
言
。
給
付
の
た
め
の
条
件
に
関
し
て
は
、
九
月
二
六
日
付
け
の
『
施
行
令
』
が
こ
れ
を
規
定
す
る
。
即
ち
、
「
家
族
は
、
両

親
と
家
政
を
同
じ
く
す
る
満
一
六
才
未
満
の
四
人
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
子
供
を
有
す
る
」
こ
と
、
「
両
親
は
、
一
九
三
五
年
九
月
一
五
日
ラ
イ

ヒ
市
民
法
に
い
う
ラ
イ
ヒ
市
民
で
あ
る
」
こ
と
、
「
両
親
の
経
歴
及
び
世
評
が
申
し
分
の
な
い
も
の
で
あ
る
」
こ
と
、
「
両
親
及
び
子
供
は
、

遺
伝
的
な
精
神
的
ま
た
は
肉
体
的
疾
患
を
も
つ
も
の
で
な
い
」
こ
と
、
「
子
供
の
扶
養
義
務
者
は
、
そ
の
者
の
現
在
の
所
得
及
び
財
産
状
況
に

て
ら
し
、
家
政
の
適
切
な
整
備
に
必
要
な
物
品
を
自
己
資
金
に
も
と
づ
い
て
調
達
し
え
な
い
状
況
に
あ
る
」
こ
と
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
こ
れ

ら
の
条
件
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
婚
姻
資
金
貸
付
の
場
合
と
同
様
、
制
度
の
目
的
が
単
に
経
済
的
援
助
に
尽
き
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
政
治
的
、
と
り
わ
け
人
種
衛
生
学
的
目
的
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
申
請
は
、
「
子
供

の
代
理
人
ま
た
は
子
供
の
扶
養
を
事
実
上
行
っ
て
い
る
両
親
の
一
方
」
に
よ
り
、
子
供
の
出
生
証
明
書
、
両
親
及
び
祖
父
母
の
婚
姻
証
明
書

等
の
他
に
、
遺
伝
的
な
疾
患
の
存
在
し
な
い
こ
と
の
「
管
轄
保
健
衛
生
官
署
に
よ
る
証
明
書
」
を
添
付
し
た
上
で
、
「
申
請
者
の
居
住
地
ま
た

は
滞
在
地
の
地
方
行
政
官
署
」
に
対
し
な
さ
れ
、
「
管
轄
財
務
官
署
」
の
決
定
に
よ
り
、
該
当
す
る
す
べ
て
の
子
供
に
つ
き
一
人
当
た
り
最
高

一
〇
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
、
一
家
族
当
た
り
最
高
一
〇
〇
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
が
給
付
さ
れ
る
一
時
補
助
金
は
、
額
面
一
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル

ク
お
よ
び
五
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
の
「
必
需
品
購
買
券
」
の
形
で
付
与
さ
れ
、
定
め
ら
れ
た
購
買
所
に
お
け
る
、
「
家
具
」
、

「
所
帯
道
具
」
、

「
下
着
」
　
の
購
入
に
あ
て
る
こ
と
が
で
き
た
。

一
時
児
童
補
助
金
の
特
別
な
類
型
と
し
て
、
一
九
三
六
年
六
月
一
〇
日
の
『
第
四
施
行
令
』
は
、
「
開
拓
児
童
補
助
金
」
制
度
を
導
入
。
こ

れ
は
、
「
新
た
な
農
地
の
開
拓
、
編
入
さ
れ
た
東
方
地
域
内
で
の
ド
イ
ツ
人
帰
国
者
の
定
住
を
容
易
な
ら
し
め
、
か
つ
創
造
的
人
間
、
と
り
わ
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け
労
働
者
を
再
び
自
ら
の
故
郷
の
大
地
と
直
接
結
び
つ
け
、
そ
れ
に
よ
り
彼
ら
の
子
供
た
ち
の
健
全
な
環
境
で
の
養
育
を
可
能
な
ら
し
め
、

彼
ら
の
家
族
の
扶
養
の
根
拠
を
経
済
生
活
の
も
た
ら
す
危
機
か
ら
一
定
の
範
囲
に
お
い
て
解
放
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
「
ド
イ
ツ
労
働

戦
線
発
行
の
適
格
証
明
書
を
有
す
る
開
拓
候
補
者
」
に
対
し
、
先
の
一
時
児
童
補
助
金
の
給
付
の
条
件
を
充
た
す
こ
と
を
前
提
に
、
家
具
、

所
帯
道
具
、
下
着
の
他
、
「
小
規
模
開
拓
地
」
の
購
入
の
た
め
の
自
己
資
金
と
し
て
も
使
用
可
能
な
「
開
拓
児
童
補
助
金
」
を
子
供
一
人
当
た

り
一
〇
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
、
四
人
分
と
し
て
四
〇
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
、
第
五
子
以
降
に
給
付
さ
れ
る
一
時
児
童
補
助
金
と
併
せ
最
高
一

〇
〇
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
を
限
度
に
「
購
買
券
」
の
形
で
も
っ
て
給
付
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
一
九
三
七
年
八
月
三
一

日
の
『
第
六
施
行
令
』
は
、
給
付
対
象
者
を
、
既
に
開
拓
地
、
農
業
用
地
を
所
有
す
る
者
、
農
業
労
働
者
等
へ
と
拡
大
、
補
助
金
の
使
途
に

つ
い
て
も
、
小
規
模
開
拓
地
の
購
入
の
他
に
、
農
業
用
地
、
自
宅
の
購
入
、
開
拓
地
等
の
付
属
的
居
室
、
作
業
所
の
建
設
、
さ
ら
に
業
務
に

必
要
と
な
る
機
械
、
道
具
の
調
達
、
開
拓
地
で
の
家
畜
の
飼
育
を
目
的
と
す
る
鶏
、
豚
、
羊
等
の
小
型
動
物
の
購
入
へ
と
拡
大
。

こ
れ
ら
の
一
時
児
童
補
助
金
と
は
別
に
、
一
九
三
六
年
三
月
二
四
日
の
『
第
三
施
行
令
』
が
「
継
続
的
児
童
補
助
金
」
制
度
を
導
入
。
こ

れ
は
、
満
一
六
才
未
満
の
五
人
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
子
供
を
有
す
る
家
族
に
対
し
、
第
五
番
目
の
子
供
以
降
、
一
人
に
つ
き
月
額
一
〇
ラ
イ

ヒ
ス
マ
ル
ク
を
現
金
で
給
付
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
給
付
の
条
件
は
第
一
条
が
こ
れ
を
規
定
す
る
。
右
の
家
族
構
成
の
他
に
、
『
第

一
施
行
令
』
が
定
め
る
一
時
児
童
補
助
金
の
場
合
と
同
様
、
「
両
親
が
一
九
三
五
年
九
月
一
五
日
の
ラ
イ
ヒ
市
民
法
に
い
う
ラ
イ
ヒ
市
民
で
あ

る
」
こ
と
、
「
両
親
の
経
歴
及
び
世
評
が
申
し
分
の
な
い
も
の
で
あ
る
」
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
が
、
遺
伝
的
健
全
性
に
つ
い
て
は
定
め
が
な
か
っ

た
。
ま
た
、
「
子
供
の
扶
養
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
者
」
の
経
済
的
条
件
に
関
し
て
は
以
下
の
二
つ
の
項
目
を
規
定
、
「
廃
疾
保
険
、
ま
た
は
疾

病
保
険
へ
の
加
入
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
勤
務
に
従
事
し
、
あ
る
い
は
生
計
能
力
の
喪
失
の
時
点
に
お
い
て
か
か
る
保
険
に
加
入
し
て
い
た
」

こ
と
、
な
ら
び
に
「
月
決
め
賃
金
が
一
八
五
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
を
超
え
な
い
」
こ
と
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
経
済
的
条
件
に
関
し
て
は
、
『
第
六

施
行
令
』
が
給
与
所
得
者
以
外
に
も
給
付
の
可
能
性
を
開
く
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
改
め
た
。
両
親
も
し
く
は
扶

民
族
共
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養
義
務
者
の
前
暦
年
度
の
主
た
る
所
得
が
、
労
働
賃
金
以
外
の
農
業
、
企
業
経
営
、
自
営
等
の
収
入
か
ら
な
る
場
合
、
補
助
金
給
付
を
受
け

る
子
供
の
収
入
を
含
め
、
五
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
未
満
を
切
り
捨
て
た
後
、
二
一
〇
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
を
超
え
な
い
こ
と
、
ま
た
、
主
た

る
所
得
が
、
労
働
賃
金
、
あ
る
い
は
終
身
年
金
や
期
限
付
年
金
等
の
反
復
的
収
入
か
ら
な
る
場
合
、
補
助
金
給
付
を
受
け
る
子
供
の
収
入
を

含
め
、
五
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
未
満
を
切
り
捨
て
た
後
、
二
一
〇
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
を
超
え
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
前
暦
年
度
の
所
得
が

規
定
の
額
を
超
過
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
所
得
が
労
働
賃
金
以
外
か
ら
な
る
場
合
に
は
、
超
過
額
二
一
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
に
つ
き
一
人

の
子
供
に
対
す
る
給
付
が
削
除
さ
れ
、
ま
た
所
得
が
労
働
賃
金
等
か
ら
な
る
場
合
に
は
、
六
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
に
つ
き
一
人
の
子
供
に
対

す
る
給
付
が
削
除
さ
れ
る
も
の
と
し
、
第
六
子
以
降
の
子
供
に
対
す
る
給
付
の
可
能
性
を
残
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
年
間
所
得
に
関
わ
る
条

件
の
他
に
、
『
命
令
』
は
、
両
親
も
し
く
は
扶
養
義
務
者
の
有
す
る
「
『
ラ
イ
ヒ
査
定
法
』
の
規
定
に
従
い
確
認
さ
れ
る
財
産
」
に
つ
い
て
も
、

子
供
の
そ
れ
を
加
算
し
て
五
〇
〇
〇
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
と
し
、
ま
た
第
六
子
以
降
が
存
在
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、

子
供
一
人
当
た
り
一
〇
〇
〇
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
を
加
算
し
た
額
が
限
度
額
で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
後
、
一
九
三
八
年
三
月
一
三
日
の
　
『
第

（
7
3
）

七
施
行
令
』
　
は
、
両
親
等
の
年
間
所
得
の
制
限
に
関
し
、
所
得
の
種
類
に
か
か
わ
り
な
く
、
こ
れ
を
「
補
助
金
給
付
を
受
け
る
子
供
の
収
入

を
含
め
、
五
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
未
満
を
切
り
捨
て
た
後
、
八
〇
〇
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
を
超
え
な
い
」
　
こ
と
へ
と
拡
大
す
る
措
置
を
と
っ

（
7
4
）

て
い
る
。

継
続
的
児
童
補
助
金
制
度
の
特
別
な
類
型
と
し
て
、
『
第
七
施
行
令
』
　
は
新
た
に
　
「
拡
大
継
続
的
児
童
補
助
金
」
制
度
を
導
入
。
こ
れ
は
、

三
人
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
子
供
を
有
す
る
家
族
に
対
し
、
継
続
的
児
童
補
助
金
給
付
の
条
件
の
他
に
、
両
親
も
し
く
は
扶
養
義
務
者
の
前
暦

年
度
の
所
得
の
少
な
く
と
も
三
分
の
一
が
、
所
得
税
法
に
定
め
る
　
「
従
属
労
働
収
入
」
、
終
身
年
金
や
期
限
付
年
金
等
の
「
反
復
的
収
入
」
、

生
活
保
護
費
等
の
　
「
免
税
収
入
」
　
か
ら
な
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
継
続
的
児
童
補
助
金
と
は
別
に
、
第
三
番
目
の
子
供
以
降
、
一
人
に
つ

き
月
額
一
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
の
現
金
給
付
を
加
算
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
他
、
『
命
令
』
は
、
四
人
以
上
の
子
供
を
有
す
る



多
子
家
族
に
対
す
る
援
助
の
一
つ
と
し
て
、
「
ナ
チ
ズ
ム
の
世
界
観
に
て
ら
し
特
別
な
援
助
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
」
子
供
に
つ
き
、
申
請

者
お
よ
び
子
供
の
所
得
、
財
産
と
は
無
関
係
に
、
「
中
等
学
校
、
高
等
学
校
、
専
門
学
校
、
大
学
に
お
け
る
授
業
料
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
免

除
し
」
、
通
算
最
高
四
〇
〇
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
ま
で
の
「
勉
学
の
た
め
の
教
育
補
助
金
」
を
給
付
す
る
権
限
を
ラ
イ
ヒ
大
蔵
大
臣
に
付
与
。

こ
の
制
度
が
、
「
共
同
体
に
と
っ
て
価
値
あ
る
ド
イ
ツ
人
多
子
家
族
に
対
し
、
彼
ら
の
子
供
の
養
育
を
容
易
な
ら
し
め
る
」
こ
と
を
目
的
と
す

る
も
の
で
あ
っ
た
限
り
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
給
付
の
条
件
と
し
て
、
ド
イ
ツ
民
族
ま
た
は
そ
れ
と
類
縁
の
血
を
有
す
る
多
子
家
族
で
あ

る
こ
と
の
他
に
、
当
人
が
「
遺
伝
的
に
健
全
で
あ
り
、
将
来
有
用
な
民
族
同
胞
に
成
長
す
る
見
込
み
の
あ
る
」
こ
と
、
「
精
神
的
及
び
性
格
的

な
発
展
の
可
能
性
を
有
す
る
」
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
婚
姻
資
金
貸
付
を
含
め
た
こ
れ
ら
の
一
連
の
措
置
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ド
イ
ツ
民
族
体
の
量
的
・
質
的
退
化
の
防
止
を
目
的
に
実
施

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
経
済
的
援
助
の
条
件
に
関
し
、
継
続
的
児
童
補
助
金
制
度
と
他
の
制
度
と
の
間
に
は
一
つ
の
大
き
な
違
い

が
存
在
し
て
い
た
。
既
に
紹
介
し
た
通
り
、
婚
姻
資
金
の
貸
付
が
、
「
配
偶
者
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
彼
ら
の
婚
姻
を
民
族
共
同
体
の
利
益
に
反
せ

し
め
る
と
思
わ
れ
る
遺
伝
性
の
精
神
的
も
し
く
は
肉
体
的
疾
患
を
有
し
て
い
な
い
」
こ
と
を
、
あ
る
い
は
ま
た
、
一
時
児
童
補
助
金
の
給
付

が
、
「
子
供
に
対
す
る
援
助
が
遺
伝
学
的
理
由
に
よ
り
適
切
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
重
大
な
健
康
上
の
疑
い
が
家
族
の
中
に
一
切
存
在
し
な

い
」
こ
と
を
条
件
と
し
て
挙
げ
て
い
た
の
に
対
し
、
継
続
的
児
童
補
助
金
制
度
は
当
事
者
の
「
遺
伝
的
健
全
性
」
に
関
し
て
何
ら
規
定
を
設

け
て
い
な
か
っ
た
。
か
か
る
相
異
が
何
故
生
じ
、
ま
た
継
続
的
児
童
補
助
金
制
度
が
何
故
遺
伝
的
健
全
性
の
証
明
を
求
め
な
か
っ
た
の
か
、

こ
の
間
の
事
情
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
、
『
遺
伝
的
健
全
性
に
関
す
る
評
価
の
た
め
の
指
針
』
と
題
す
る
一
九
四
〇
年
七
月
一
八
日
付

け
の
ラ
イ
ヒ
内
務
大
臣
『
回
状
』
が
あ
っ
た
。
婚
姻
資
金
貸
付
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
援
助
措
置
の
掲
げ
る
許
可
条
件
が
必
ず
し
も
統
一

的
で
は
な
か
っ
た
点
に
鑑
み
、
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
民
族
の
品
種
改
良
に
定
位
し
た
遺
伝
的
評
価
の
統
一
的
運
用
の
実
現
を
目
的
と
し
て
布
告

さ
れ
た
こ
の
『
回
状
』
の
中
で
、
フ
リ
ッ
ク
は
、
ド
イ
ツ
人
と
そ
の
家
族
を
ド
イ
ツ
民
族
に
と
っ
て
の
「
有
用
性
」
と
い
う
観
点
か
ら
四
つ

民
族
共
同
体
と
法
　
（
二
一
）
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の
グ
ル
ー
プ
、
即
ち
、
「
共
同
体
に
異
質
な
反
社
会
的
家
族
」
、
「
共
同
体
に
と
っ
て
そ
の
存
在
が
我
慢
し
う
る
家
族
」
、
「
平
均
的
住
民
か
ら
な

る
家
族
」
、
「
遺
伝
生
物
学
的
に
特
別
に
価
値
あ
る
家
族
」
に
分
類
す
る
。
こ
の
う
ち
、
ま
ず
、
「
反
社
会
的
家
族
」
に
つ
い
て
『
回
状
』
は
次

の
よ
う
に
定
義
す
る
、
「
そ
の
構
成
員
の
多
く
が
反
社
会
的
で
あ
り
、
か
つ
当
該
家
族
自
体
が
全
体
と
し
て
民
族
共
同
体
に
と
っ
て
厄
介
と
な

る
家
族
を
い
う
」
と
。
そ
れ
で
は
、
個
々
の
構
成
員
は
い
か
な
る
場
合
に
「
反
社
会
的
人
物
」
と
み
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
「
生
得

的
根
拠
に
も
と
づ
き
、
し
た
が
っ
て
改
善
不
可
能
な
精
神
的
態
度
に
よ
。
」
、
「
刑
法
に
違
反
し
、
警
察
等
の
官
署
の
厄
介
に
な
る
者
」
、
「
労

働
を
忌
避
し
、
自
己
及
び
子
供
の
扶
養
を
継
続
的
に
N
S
く
等
の
公
的
・
私
的
な
扶
助
に
頼
る
者
」
、
「
と
。
わ
け
て
経
済
的
観
念
や
自
制
心
を

欠
き
、
自
己
の
責
任
感
の
欠
如
の
故
に
、
秩
序
あ
る
家
政
を
営
む
こ
と
も
、
ま
た
、
子
供
を
民
族
に
と
っ
て
有
用
な
同
胞
に
教
育
す
る
こ
と

も
で
き
な
い
者
」
、
「
大
酒
飲
み
で
あ
っ
た
り
、
た
と
え
ば
売
春
婦
の
よ
う
に
不
道
徳
な
生
活
行
状
に
陥
る
者
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
か
か
る

反
社
会
的
人
物
、
な
ら
び
に
反
社
会
的
家
族
の
構
成
員
は
、
一
切
の
援
助
の
対
象
と
は
な
。
え
ず
、
し
た
が
っ
て
た
と
え
四
人
以
上
の
子
供

が
存
在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
「
多
子
家
族
」
と
み
な
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
「
反
社
会
的
家
族
」
の
対
極
に
「
共

同
体
に
と
っ
て
特
別
に
価
値
あ
る
家
族
」
が
位
置
す
る
。
個
々
人
が
「
肉
体
的
、
精
神
的
に
健
全
」
で
あ
る
ば
か
。
で
な
く
、
「
血
縁
者
（
祖

父
母
、
両
親
、
そ
の
兄
弟
姉
妹
、
自
己
の
兄
弟
姉
妹
、
自
己
の
子
供
）
の
中
に
遺
伝
的
疾
患
、
と
。
わ
け
社
会
的
没
落
や
犯
罪
、
麻
薬
の
常

習
を
惹
起
す
る
よ
う
な
精
神
病
質
が
一
切
存
在
せ
ず
、
さ
ら
に
加
え
て
、
家
族
の
構
成
員
の
多
数
の
者
が
職
業
的
に
功
績
を
挙
げ
、
社
会
的

に
高
い
地
位
を
有
し
て
い
る
等
、
特
別
に
価
値
あ
る
遺
伝
的
素
質
を
有
す
る
と
み
な
さ
れ
る
家
族
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
多
く
の
候
補
者
の

中
か
ら
特
定
の
者
だ
け
が
選
抜
さ
れ
る
、
た
と
え
ば
、
国
民
政
治
教
育
施
設
へ
の
入
学
等
が
許
可
さ
れ
る
の
は
こ
う
し
た
家
族
の
構
成
員
で

ぁ
っ
た
。
残
り
二
つ
の
家
族
が
、
こ
れ
ら
グ
ル
ー
プ
の
中
間
に
位
置
す
る
。
「
共
同
体
に
と
っ
て
そ
の
存
在
が
我
慢
し
う
る
家
族
」
と
は
、
遺

伝
的
疾
患
の
出
現
が
稀
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
明
ら
か
に
平
均
以
下
の
能
力
し
か
持
ち
え
ず
、
し
た
が
っ
て
、
「
そ
の
者
の
子

孫
が
民
族
共
同
体
に
と
っ
て
恵
み
と
は
み
な
さ
れ
な
い
も
の
の
、
し
か
し
さ
し
あ
た
り
共
同
体
に
と
っ
て
〔
反
社
会
的
家
族
が
そ
う
で
あ
る



程
に
は
〕
重
大
な
厄
介
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
推
測
さ
れ
る
家
族
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
『
回
状
』
は
、
か
か
る
家
族
に
対
し
て
は
、
彼
ら

の
存
在
を
奨
励
す
る
よ
う
な
措
置
は
と
ら
れ
え
な
い
も
の
の
、
し
か
し
、
「
健
康
的
な
障
害
や
被
害
か
ら
彼
ら
の
将
来
の
労
働
能
力
を
保
全
す

る
」
こ
と
を
目
的
に
、
特
別
な
遺
伝
学
的
条
件
の
要
請
な
し
に
、
当
事
者
の
負
担
の
軽
減
化
の
た
め
の
措
置
、
た
と
え
ば
継
続
的
児
童
補
助

金
の
給
付
が
実
行
さ
れ
て
も
よ
い
と
す
る
。
最
後
に
、
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
除
い
た
、
ド
イ
ツ
人
家
族
の
大
多
数
を
占
め
る
グ
ル
ー
プ
、
そ

れ
が
「
平
均
的
住
民
か
ら
な
る
家
族
」
で
あ
っ
た
。
「
家
族
（
両
親
、
自
己
の
兄
弟
姉
妹
、
子
供
）
の
中
に
、
と
り
わ
け
多
子
家
族
の
場
合
に

は
、
子
供
や
遠
い
親
類
縁
者
の
中
に
、
遺
伝
的
疾
患
や
社
会
的
逸
脱
が
散
発
的
に
現
れ
る
」
程
度
の
家
族
が
こ
れ
に
該
当
し
、
婚
姻
資
金
の

貸
付
、
一
時
児
童
補
助
金
や
育
英
資
金
の
給
付
と
い
っ
た
、
「
更
な
る
子
供
の
誕
生
、
子
供
の
扶
養
、
教
育
を
、
直
接
、
間
接
に
援
助
し
奨
励

す
る
一
切
の
措
置
」
が
こ
れ
ら
家
族
を
対
象
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
、
そ
の
よ
う
に
『
回
状
』
は
い
う
。
こ
う
し
た
家
族
分
類
自
体
、

ナ
チ
ス
が
ド
イ
ツ
民
族
と
い
う
も
の
を
い
か
な
る
観
点
か
ら
把
握
し
ょ
う
と
し
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
点
で
き
わ
め
て
興
味
あ
る
も
の

で
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
継
続
的
児
童
補
助
金
制
度
と
そ
の
他
の
制
度
と
の
間
に
は
、
人
口
政
策
的
・
人
種
衛
生
学
的
な
観
点
か
ら

し
て
、
目
的
の
上
で
大
き
な
相
異
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
婚
姻
資
金
貸
付
お
よ
び
一
時
児
童
補
助
金
は
、
将
来
共
同
体

に
と
っ
て
有
用
な
子
孫
の
誕
生
が
期
待
さ
れ
う
る
家
族
の
存
在
の
「
奨
励
」
を
目
的
と
す
る
制
度
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
継
続
的
児
童
補
助

金
は
、
今
現
に
存
在
す
る
者
の
労
働
能
力
の
保
存
・
活
用
を
目
的
に
、
単
に
当
該
家
族
の
経
済
的
負
担
を
「
軽
減
」
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で

し
か
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
継
続
的
児
童
補
助
金
の
給
付
条
件
と
し
て
、
「
遺
伝
的
健
全
性
」
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
、

そ
れ
が
掲
げ
る
目
的
に
見
合
っ
た
措
置
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
一
連
の
補
助
金
制
度
が
実
際
に
政
治
指
導
部
の
意
図
し
た
効
果
を
発
揮
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
一
九
三
九
年
一
月
二
六
日
の

人
口
・
人
種
政
策
会
議
に
お
い
て
、
レ
ン
ツ
が
制
度
の
失
敗
を
は
っ
き
り
と
認
め
る
発
言
を
行
っ
て
い
る
。
即
ち
、
「
な
る
ほ
ど
児
童
補
助
金

は
全
体
的
に
み
れ
ば
歓
迎
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
し
か
し
、
有
能
な
夫
婦
の
ほ
と
ん
ど
が
補
助
金
の
給
付
を
理
由
に
子
供
を
新
た

民
族
共
同
体
と
法
　
（
二
一
）
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六
八

に
つ
く
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
劣
等
な
者
た
ち
が
、
補
助
金
を
目
当
て
に
、
子
供
を
つ
く
る
と
い
っ
た
危
険
性
は
当
然
予

想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
児
童
補
助
金
は
、
容
易
に
逆
淘
汰
の
働
き
を
演
じ
、
結
果
と
し
て
人
種
的
退
化
を
も
た
ら
す

は
め
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
子
供
の
存
在
と
交
換
に
お
金
が
支
払
わ
れ
る
と
い
う
観
念
自
体
、
道
徳
的
に
み
て
好
ま
し
い

（
7
7
）

も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
」

こ
の
会
議
の
前
後
、
既
に
ラ
イ
ヒ
政
府
は
、
児
童
補
助
金
制
度
の
全
面
的
な
見
直
し
に
入
っ
て
い
た
。
一
時
児
童
補
助
金
制
度
に
関
し
、

（
7
8
）

一
九
三
八
年
二
一
月
二
〇
日
の
『
第
九
施
行
令
』
は
、
こ
れ
を
原
則
的
に
廃
止
。
一
九
三
八
年
二
一
月
三
一
日
以
降
に
は
じ
め
て
多
子
家
族

と
な
っ
た
場
合
、
従
来
継
続
的
児
童
補
助
金
ま
た
は
拡
大
継
続
的
児
童
補
助
金
の
い
ず
れ
を
も
受
給
し
て
い
な
い
多
子
家
族
を
除
き
、
補
助

（
7
9
）

金
の
給
付
を
、
「
民
族
全
体
の
観
点
か
ら
見
て
、
も
っ
と
も
必
要
と
思
わ
れ
る
」
農
業
開
拓
者
等
を
対
象
と
す
る
開
拓
児
童
補
助
金
に
限
定
し
、

（
8
0
）

さ
ら
に
一
九
三
九
年
九
月
一
六
日
の
ラ
イ
ヒ
大
蔵
大
臣
の
『
回
状
』
は
、
こ
れ
を
開
拓
児
童
補
助
金
に
限
る
に
至
っ
た
。
一
時
児
童
補
助
金

の
廃
止
後
も
残
さ
れ
た
継
続
的
児
童
補
助
金
制
度
に
関
し
て
は
、
一
九
四
〇
年
三
月
九
日
の
『
児
童
補
助
金
A
町
離
』
が
、
拡
大
継
続
的
児

童
補
助
金
制
度
を
含
め
、
こ
れ
を
全
面
的
に
改
正
し
、
「
無
制
限
所
得
税
義
務
を
負
う
家
長
」
を
対
象
に
、
「
彼
の
家
政
に
属
す
る
未
成
年
の

三
人
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
子
供
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
」
、
家
長
が
「
ド
イ
ツ
国
籍
所
有
者
、
ま
た
は
ド
イ
ツ
民
族
構
成
員
で
あ
る
」
こ
と
を
条

件
に
、
「
月
額
一
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
」
の
給
付
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
『
命
令
』
は
、
「
下
級
行
政
官
署
は
、
N
S
D
A
P
の
地
区
指

導
部
な
ら
び
に
保
健
衛
生
官
署
と
の
協
議
の
下
、
個
々
の
ケ
ー
ス
に
関
し
、
給
付
が
こ
の
命
令
の
目
的
と
合
致
し
な
い
場
合
、
児
童
補
助
金

の
給
付
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
の
定
め
を
置
く
こ
と
に
よ
り
、
継
続
的
児
童
補
助
金
給
付
の
条
件
と
し
て
、
今
回
は
じ
め
て
「
遺

伝
的
健
全
性
」
を
要
求
。
こ
の
改
正
の
目
的
が
、
先
に
レ
ン
ツ
が
指
摘
し
た
逆
淘
汰
の
防
止
に
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

㈲
　
所
得
税
法
の
改
正

婚
姻
資
金
貸
付
を
は
じ
め
と
す
る
人
口
政
策
的
措
置
の
実
行
が
、
基
本
的
に
民
族
同
胞
間
の
「
負
担
の
均
衡
化
」
を
内
容
と
し
、
ま
た
目



的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
限
り
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
資
金
の
調
達
の
上
か
ら
も
、
税
法
、
と
り
わ
け
所
得
税
法
に
対

す
る
人
口
政
策
的
見
地
か
ら
す
る
改
正
が
不
可
避
と
な
る
こ
と
は
、
既
に
一
九
三
三
年
六
月
二
八
日
の
フ
リ
ッ
ク
の
演
説
が
明
ら
か
に
し
て

い
た
通
り
で
あ
っ
た
。

（
8
3
）

一
九
三
三
年
三
月
一
八
日
の
　
『
財
政
、
経
済
及
び
司
法
の
領
域
に
お
け
る
諸
措
置
に
関
す
る
ラ
イ
ヒ
大
統
領
令
』
第
四
章
第
一
条
に
お
い

て
、
「
独
身
者
」
か
ら
所
得
税
の
一
〇
〇
分
の
一
〇
を
付
加
税
と
し
て
徴
収
す
る
こ
と
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
税
制
の
創
設
を
明
ら

か
に
し
た
ラ
イ
ヒ
政
府
は
、
同
年
六
月
一
日
、
『
婚
姻
奨
励
法
』
に
よ
る
婚
姻
資
金
貸
付
制
度
の
導
入
に
伴
う
措
置
と
し
て
、
そ
の
財
源
確
保

を
目
的
に
、
先
の
「
独
身
税
」
に
代
え
て
、
「
婚
姻
資
金
補
助
金
」
制
度
の
導
入
を
決
定
。
こ
れ
は
、
未
婚
の
者
、
配
偶
者
を
失
っ
た
者
、
婚

姻
中
子
供
が
誕
生
し
な
か
っ
た
離
婚
者
の
う
ち
か
ら
、
児
童
軽
減
措
置
を
受
け
て
い
る
未
婚
の
母
、
離
婚
し
た
妻
ま
た
は
貧
困
に
あ
る
両
親

の
扶
養
の
た
め
一
年
以
上
に
わ
た
り
少
な
く
と
も
収
入
の
六
分
の
一
以
上
を
支
出
し
、
こ
の
理
由
に
よ
り
所
得
税
ま
た
は
賃
金
税
の
軽
減
措

置
を
受
け
て
い
る
者
、
お
よ
び
満
五
五
才
以
上
の
者
を
除
い
た
「
独
身
者
」
　
に
対
し
、
そ
の
者
の
収
入
の
種
類
と
額
に
応
じ
、
所
得
税
と
は

別
に
、
所
得
税
法
に
定
め
る
「
労
働
賃
金
」
、
ま
た
は
「
純
収
入
」
の
一
〇
〇
分
の
二
か
ら
一
〇
〇
分
の
五
の
「
賃
金
及
び
俸
給
受
領
者
婚
姻

資
金
補
助
金
」
、
ま
た
は
「
被
査
定
者
婚
姻
資
金
補
助
金
」
を
徴
収
し
、
こ
れ
に
よ
り
「
特
別
基
金
」
を
創
設
、
婚
姻
貸
付
資
金
に
充
当
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
8
4
）

こ
の
制
度
も
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
一
九
三
四
年
一
〇
月
一
六
日
の
　
『
所
得
税
法
』
　
は
、
こ
れ
に
代
え
、
一
九
三
五
年
一
月
以
降
所
得

税
収
入
の
一
部
を
婚
姻
資
金
貸
付
の
た
め
の
「
特
別
基
金
」
　
に
組
み
入
れ
る
こ
と
と
し
、
第
三
二
条
に
お
い
て
、
再
び
「
独
身
者
」
　
に
対
す

る
「
独
身
税
」
を
採
用
す
る
と
と
も
に
、
未
婚
、
既
婚
、
子
供
の
有
無
・
人
数
に
応
じ
た
詳
細
な
所
得
税
表
、
賃
金
税
表
を
設
け
る
こ
と
と

し
た
。
こ
こ
で
い
う
「
独
身
者
」
と
は
、
「
暦
年
の
始
ま
り
に
至
る
ま
で
未
婚
で
あ
っ
た
納
税
義
務
者
」
の
う
ち
か
ら
、
暦
年
の
う
ち
に
少
な

く
と
も
四
カ
月
間
結
婚
生
活
を
営
ん
だ
者
、
配
偶
者
と
死
別
、
ま
た
は
離
婚
し
、
か
つ
当
該
結
婚
か
ら
子
供
を
も
う
け
た
者
、
児
童
軽
減
措

民
族
共
同
体
と
法
　
（
一
二
）
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七
〇

置
を
受
け
て
い
る
者
、
満
二
五
才
未
満
で
あ
り
、
か
つ
職
業
教
育
中
の
完
全
孤
児
を
除
い
た
者
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
一
九
三
八
年
二
月
一
日

の
『
所
得
税
法
改
正
法
』
は
、
「
独
身
者
」
を
新
た
に
「
暦
年
の
始
ま
り
に
至
る
ま
で
結
婚
せ
ず
、
か
つ
暦
年
の
う
ち
に
少
な
く
と
も
四
カ
月

間
結
婚
生
活
を
営
ま
な
か
っ
た
者
」
と
定
義
し
、
そ
の
中
か
ら
、
以
下
の
者
を
除
く
も
の
と
し
た
。
即
ち
、
児
童
軽
減
措
置
を
受
け
て
い
る

者
、
暦
年
の
終
わ
る
少
な
く
と
も
四
カ
月
以
前
に
満
六
五
才
に
達
し
た
男
性
、
配
偶
者
と
死
別
、
ま
た
は
離
婚
し
、
か
つ
当
該
結
婚
か
ら
ユ

ダ
ヤ
人
で
な
い
子
供
を
も
う
け
た
か
、
あ
る
い
は
暦
年
の
終
わ
る
少
な
く
と
も
四
カ
月
以
前
に
満
五
〇
才
に
達
し
た
男
性
、
暦
年
の
終
わ
る

少
な
く
と
も
四
カ
月
以
前
に
ユ
ダ
ヤ
人
で
な
い
子
供
を
も
う
け
た
か
、
あ
る
い
は
満
五
〇
才
に
達
し
た
女
性
、
暦
年
の
う
ち
少
な
く
と
も
四

カ
月
間
、
満
二
五
才
未
満
で
あ
り
、
か
つ
職
業
教
育
中
の
完
全
孤
児
で
あ
る
者
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
こ
の
部
分
的
な
修
正
の
後
、
一
九
三
九

年
二
月
一
七
日
の
『
所
得
税
法
改
正
法
』
が
、
所
得
税
表
、
賃
金
税
表
の
変
更
を
含
め
、
第
三
二
条
に
対
し
全
面
的
な
改
正
を
実
施
。
左
の

貢
に
掲
げ
た
税
表
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
通
り
、
納
税
義
務
者
を
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
。
第
一
グ
ル
ー
プ
の
「
独
身
者
」
は
配
偶
者
と
死

別
、
ま
た
は
離
婚
し
、
税
額
査
定
期
間
の
終
わ
る
少
な
く
と
も
四
カ
月
以
前
に
満
五
〇
才
に
達
し
た
男
性
が
独
身
者
か
ら
除
外
さ
れ
た
こ
と

を
別
に
す
れ
ば
、
先
の
『
改
正
法
』
の
場
合
と
ほ
と
ん
ど
変
化
は
な
か
っ
た
。
第
二
グ
ル
ー
プ
は
、
「
結
婚
後
五
年
を
経
過
し
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
暦
年
が
終
わ
る
ま
で
の
間
に
子
供
が
誕
生
し
な
か
っ
た
既
婚
の
者
」
の
う
ち
か
ら
、
夫
婦
が
児
童
控
除
措
置
を
受
け
、
ま
た
は
申
請

に
よ
り
許
可
さ
れ
た
場
合
、
夫
婦
の
一
方
が
か
つ
て
非
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
継
子
に
よ
り
児
童
控
除
措
置
を
受
け
て
い
た
場
合
、
夫
婦
の
一
方

が
暦
年
の
終
わ
る
少
な
く
と
も
四
カ
月
以
前
に
満
六
五
才
に
達
し
た
場
合
、
夫
婦
の
一
方
が
現
在
の
結
婚
以
前
の
婚
姻
か
ら
非
ユ
ダ
ヤ
人
の

子
供
を
も
う
け
て
い
た
場
合
、
妻
が
非
ユ
ダ
ヤ
人
の
子
供
を
誕
生
し
た
場
合
、
夫
婦
の
所
得
が
暦
年
の
間
に
お
い
て
一
八
〇
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ

ル
ク
を
超
え
な
い
場
合
に
該
当
す
る
者
を
、
ま
た
、
「
暦
年
の
始
ま
り
に
至
る
ま
で
結
婚
せ
ず
、
か
つ
暦
年
の
う
ち
に
少
な
く
と
も
四
カ
月
間

結
婚
生
活
を
営
ま
ず
、
暦
年
の
終
わ
る
少
な
く
と
も
四
カ
月
以
前
に
満
五
〇
才
に
達
し
た
女
性
」
の
う
ち
か
ら
、
児
童
控
除
措
置
を
受
け
、

ま
た
は
申
請
に
よ
り
許
可
さ
れ
た
女
性
、
か
つ
非
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
継
子
に
よ
り
児
童
控
除
措
置
を
受
け
て
い
た
女
性
、
非
ユ
ダ
ヤ
人
の
子

5
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魯IlutP

gTuppt II

．及〟

魯ItuIP

叩明吊ⅠⅠ

〟

魯如tT叩▲伸一ⅠⅤ

e h巾

ネガ

！m iH－l一

もーiR i¶b…m 埴i9uれ9 l如
苛加itbtm山日
脚河川一m 埴i9t
l叫 btT6 t… I・1 2 3 4 5

btho9
甲や れ 甲叫○れ川 平河〇m川 甲Hlon川 甲t巾n川

btttQ9
b－t 魯pd tt lO

M 1 1は
．兄〟 〟 〟 、凰∬ ．及〟 、久〟 1

〟

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

m 中

Ot8 － 8は
560－675 600 10 － － － － － － － －
675－825 750 2 7 13 － － － － － － －
825－975 900 46 3 0 14 － ー － ー － －

975－ 1125 105 0 6 5 4 5 2 6 － － － － － －
1125－ 1275 12 00 8 4 6 1 38 10 ー － ー － －
1275－ 1425 13 50 10 4 77 50 22 － － － ー －
1425－ 1575 15 00 12 5 93 62 34 1 0 － － ー －
1575－ 1725 16 50 16 5 119 74 46 2 2 － － － －
1725－ 1925 18 00 2 05 146 88 58 3 4 － － － －
1925－2250 2100 2 56 18 7 1 18 8 2 58 14 － ー －
2250－2550 24 00 3 04 2 2 6 14 8 1 12 8 1 3 8 － － －
2550－2850 27 00 3 60 26 9 17 8 13 8 1 0 1 6 2 5 － －
2850－3150 30 00 4 20 31 7 2 15 16 4 1 20 78 29 － －
3150－3450 33 00 4 86 37 0 25 4 18 9 1 40 9 1 49 － －
3450－3800 36 00 5 6 3 42 8 29 4 2 15 1 59 104 55 － －
3800－4250 40 0 0 6 4 0 49 1 34 2 24 9 185 122 63 1 3 13

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

e叫n騨euertabeHe
（beimon雨Ii伽r e的喝叫un¢）

飢 tt ①i－eO州 t… btM 9日－i血tm 翫btih －恒 tt in

e Ibl．！n oれOtl叫れ

〟

6 t川IT一

rm ppt
Ⅰ

6 t川代■

Tupp－
11

◎t川lP

ruPpl
IlI

6 山川叩叫 p－Ⅳ

bIi虎inbtTtT爪印i9un8 f如

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¶T．
甲可〇m 甲叫on川 甲河川川 甲t巾nm 甲可○れ川甲t小爪川 甲吋○れ川甲r巾川川 平河○れ川 平河○れ川

兄〟 見方 〟 ．凰′ 〟 〟 〟 ．見〟 〟 ．兄〟 〟 、死．〟 〟

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

1

m 巾

鵬 一 biさ’

84 ．5 0－ 9 1 0 ．78

2 9 1－ 10 4 1．＿8 2 1．04 － － － － － － － ー － － －
3 1 04－ 117 3．64 2 ．34 1．30 － － － － － － － － －
4 1 17－ 130 5．46 3 ．64 2 ．08 － － － － － － － － －
5 130－ 14 3 7．28 5 ．20 3．38 0．78 － － － － － － － －
6 143－ 156 9 ．10 6 ．76 4 ．42 1．82 － － － － － － － － －
7 156－ 169 10 ．92 8 ．06 5．46 2 ．86 1 ．0 4 － － － － － － － －
8 169－ 182 13 ．52 9 ．88 6．50 4 ．16 1 ．8 2 － － － － － － － －
9 182－ 195 16 ．1 2 11 ．9 6 7 ．80 4 ．9 4 2 ．8 6 － － － － － － － －
10 195－ 208 18 ．4 6 13 ．5 2 8 ．84 5 ．98 4 ．16 0 ．5 2 － － － － － － －
～ ＼ ＼ ～ ～ ～ ～ ～ ＼ ＼ ～ ～ ～ ～ ～

82 12 2 2－ 12 48 2 84 ．4 4 2 2 1．26 158 ．08 14 5 ．60 13 0 ．52 9 8 ．28 8 0．60 6 3 ．18 4 7 ．3 2 3 3 ．2 8 20 ．02 8 ．32 －
8 3 1248 － 12 74 2 9 1．9 8 2 26 ．98 16 2．24 14 9 ．24 13 4 ．42 10 2 ．18 8 4．50 6 7 ．0 8 5 0 ．4 4 36 ．4 0 22 ．62 10 ．92 0 ．78

～ ～ ～ ～ ＼ ＼ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ＼

（Reichsgesetzblatt．1939．TeilI．S．313ff．）
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七
二

供
を
誕
生
し
た
女
性
、
暦
年
の
終
わ
る
少
な
く
と
も
四
カ
月
以
前
に
満
六
五
才
に
達
し
た
女
性
を
除
い
た
者
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
第
三
グ
ル
ー

プ
は
、
第
一
、
第
二
お
よ
び
第
四
グ
ル
ー
プ
に
該
当
し
な
い
者
が
、
ま
た
第
四
グ
ル
ー
プ
は
、
「
児
童
控
除
措
置
を
受
け
、
ま
た
は
申
請
に
よ

り
許
可
さ
れ
た
者
」
が
こ
れ
に
属
す
る
者
と
さ
れ
た
。
な
お
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
規
定
を
設
け
、
嫡
出
の
子
孫
ま
た
は
継
子

を
有
す
る
者
で
、
第
四
グ
ル
ー
プ
の
税
額
と
第
一
ま
た
は
第
二
グ
ル
ー
プ
の
税
額
と
の
差
額
が
子
供
一
人
当
た
り
七
二
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク

を
超
え
な
い
場
合
に
は
第
四
グ
ル
ー
プ
に
、
子
孫
ま
た
は
継
子
の
死
亡
等
に
よ
り
か
か
る
前
提
が
事
後
に
存
在
し
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、

第
三
グ
ル
ー
プ
に
、
そ
の
他
の
す
べ
て
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
第
一
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

㈱
　
母
親
十
字
勲
章

「
私
は
、
わ
れ
わ
れ
の
活
動
の
成
果
を
わ
れ
わ
れ
が
建
設
し
た
道
路
の
増
加
、
工
場
、
橋
梁
、
師
団
に
よ
っ
て
評
価
し
ょ
う
と
す
る
も
の

で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ド
イ
ツ
の
子
供
、
青
少
年
、
出
生
数
、
そ
う
し
た
も
の
こ
そ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
活
動
の
成
果
を
評
価
す
る
に
際
し
、

も
っ
と
も
重
要
視
さ
れ
る
べ
き
事
柄
な
の
だ
。
そ
れ
ら
が
増
加
す
る
場
合
、
わ
れ
わ
れ
の
民
族
が
滅
び
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
の

努
力
が
無
駄
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
承
知
す
る
も
の
で
あ
る
」
、
ラ
イ
ヒ
大
蔵
省
の
政
府
上
級
監
督
官
ダ
ン
マ
ー
は
、
一
九
四
〇
年
に
発
表
し

た
『
婚
姻
資
金
貸
付
と
出
生
数
』
と
題
す
る
報
告
書
の
冒
頭
、
一
九
三
六
年
党
大
会
に
お
け
る
右
の
ヒ
ト
ラ
ー
の
発
言
を
引
い
た
後
、
「
フ
ユ
ー

（
8
8
）

ラ
ー
の
期
待
は
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
見
事
に
実
現
さ
れ
て
き
た
」
と
の
総
括
を
行
っ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
次
頁
の
表
に
見
ら
れ
る
通
り
、

ナ
チ
ス
に
よ
る
政
権
掌
握
以
前
の
数
年
と
の
比
較
に
お
い
て
、
婚
姻
総
数
、
出
生
総
数
の
増
加
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
の
増
加

の
す
べ
て
が
た
だ
ち
に
ナ
チ
ス
に
よ
る
権
力
掌
握
と
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
一
九
三
三
年
の
第
二
四
半
期
か

ら
の
婚
姻
数
の
増
加
の
背
景
と
し
て
、
一
九
三
〇
年
か
ら
三
二
年
に
か
け
て
の
未
曾
有
の
経
済
的
危
機
の
中
で
、
結
婚
を
見
送
ら
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
大
量
の
若
者
の
滞
留
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。
ブ
ル
グ
デ
ル
フ
ァ
ー
は
、
経
済
危
機
に
よ
り
こ
の
三

年
間
に
約
三
三
万
の
結
婚
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ブ
ル
グ
デ
ル
フ
ァ
ー
に
い
わ
せ
れ
ば
、
婚
姻
増
加
は
、
単
に
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Jah r
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Bev61kerung

Ehe．　　 Lebend・ Gesto血ne　UberschuB der J払rliche

schlieBun・ geborene （0lm e　　 Gebore－ W achstum s・

rate dergen　　　　　　 Totgeb・）8　 nen （＋）bzw・

G estor－ B ev61ke・

b ren （－） rung

1000 a uf lOOO E inw o hn er ％

1931 64631 8 ．0 16 ．0　 11．2　　 ＋4・6 0 ．52

1932 64911 7．9 15．1　 10 ．8　　 ＋4 ・3 0．43

1933 65218 9 ．7 14．7　 11．2　　 ＋3・5 0 ．47

1934 65595 11．2 18 ．0　 10 ．9　　 ＋7・1 0 ．57

1935 66871 9．7 18 ．9　 11．8　　 ＋7 ・1 ．d

1936 67349 9 ．1 19．0　 11．8　　 ＋7・2 0 ．71

1937 67831 9．1 18 ．8　 11．7　　 ＋7・1 0．71

1938b 68424 9．4 19 ．6　 11．6　　 ＋7 ・9 0．87

19 39b 69314 11．2　 20 ．4　 12．3　　 ＋8 ・1 1．46

1940b 69838 8．8　 20 ．0　 12 ．7　　 ＋7・3 0．75

a Abl．9．19390hneSterbefallevonWehrmachtsangeh6rigen・

b Gebietsstand：31．12．1937．

d WegenGebietsveranderungennichtberechnet・

（D．Petzina／W．Abelshauser／A・Faust，”Sozialgeschichtliches

ArbeitsbuchIII．“（1978）S．32．）

そ
う
し
た
外
的
な
理
由
だ
け
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
「
た
と

え
そ
う
し
た
事
情
が
あ
る
に
せ
よ
、
最
近
二
年
間
の
統
計
数
字
は
、

ま
さ
に
新
た
な
ラ
イ
ヒ
政
府
に
対
す
る
『
民
族
投
票
』
と
み
な
さ

れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
結
婚
の
成
立
の
た
め
に
は
、
単
に
婚
約
者

の
間
で
お
互
い
の
信
頼
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
む

し
ろ
彼
ら
が
経
済
・
政
治
の
両
面
に
お
い
て
自
分
た
ち
の
国
家
の

将
来
に
対
し
信
頼
を
抱
き
う
る
か
否
か
が
重
要
と
な
る
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
信
頼
が
、
一
九
三
三
年
一
月
三
〇
日
以
降
、
ド
イ

ツ
民
族
の
中
に
再
び
生
み
出
さ
れ
る
に
至
っ
た

の（
だ讐

0

」

ブ

ル
グ
デ

ル
フ
ァ
ー
は
、
新
た
な
政
府
へ
の
信
頼
の
回
復
は
人
口
十
万
以
上

を
擁
す
る
大
都
市
に
顔
著
に
あ
ら
わ
れ
た
出
産
の
増
加
の
中
に
も

兄
い
出
さ
れ
る
と
す
る
。
「
〔
左
頁
に
掲
げ
た
〕
数
字
は
、
人
々
が

ド
イ
ツ
の
経
済
お
よ
び
政
治
の
将
来
に
対
し
強
い
信
頼
を
抱
い
て

い
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。
何
よ
り
も
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、

既
に
一
九
三
三
年
五
月
、
と
い
う
こ
と
は
政
権
掌
握
後
わ
ず
か
四
カ
月
後
に
、
早
く
も
大
都
市
に
お
い
て
出
生
数
の
激
変
が
見
ら
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
事
柄
が
相
互
に
関
係
し
て
い
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
奇
妙
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、

政
治
的
出
来
事
が
出
生
数
へ
影
響
す
る
と
し
て
、
そ
れ
は
早
く
と
も
九
カ
月
後
に
生
じ
る
の
が
普
通
な
の
だ
か
ら
。
」
そ
れ
で
は
こ
の
奇
妙
な

出
来
事
の
原
因
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
「
早
期
の
出
生
数
の
増
加
は
、
人
が
想
像
す
る
よ
り
以
1
に
、
政
治
の
変
化
と
関
係
が
あ
る
。
む
ろ
ん
、

民
族
共
同
体
と
法
（
一
二
）
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紺用絨′・ゐ′～用句〉桁毎祓′～北湘′鹿ゴー示頻れ－∫

1933

Januar

Febrar

Marz

April

Mai

Juli

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●←●●●●●●●●●●●●●●●●

August ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

September・・・・・‥・・・‥・・・・・・・・．．．．

Oktober・・・・・・・・‥・．．．．．．．．．．．．．．‥

November‥・・・・・・・．．．‥．．．．．．．．．．

Dezember…・・・・・・．．．．．．．．．．．．．‥

1934

Januar ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Februar・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．

Marz

April

Mai

Juli

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

August ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

September・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．

Oktober・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．

November・・‥・・・・・・．．．‥．．‥．．．．．

Dezember・‥・・・・・・・．．．．．．．．．．．‥．

1935

Januar ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Februar‥・・・・・・・・・．．．‥．．．．．．．．．．．

Marz

April

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

1933gegen1932

ー637　0der　－　3．4

－1559　〃　　－8．4

－　459　〃　　－　2．4

－　456　／／　－　2．5

＋218　〝　　＋1．2

＋202　〃　　＋1．2

＋247　〃　　＋1．4

＋　760　〃　　＋4．5

＋1161　〃　　＋　7．0

＋　307　〃　　＋1．8

＋527　ノ／　＋3．3

＋2035　〃　　＋11．8

H

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

Ⅴ

1934gegen1933　1934gegen1932

＋3088　0der　＋16．9

＋3355　ノ／　＋19．7

＋5362　／／　＋28．6

＋5621oder　＋31．6

＋6015　〃　　＋32．4

＋6528　〃　　＋36．9

＋7171　〃　　＋40．0

＋6583　〃　　＋36．8

＋6947　〝　　＋39．3

＋7512　〃　　＋44．3

VH．＋12．9

ノ／　＋　9．7

／／　＋25．4

VH．＋28．3

ノ／　＋34．0

〃　　＋38．5

〃　　＋42．0

〃　　＋42．9

〃　　＋49．1

〃　　＋47．0

＋8062　〃　＋49・0　〃　＋53．9

＋6113　〃　＋31・6　ノ／　＋47．1

1935gegen1934　1935gegen1933

＋5683　0der　＋26・2　vH．＋47．4

＋4783　〃　＋23・0　〃　＋47．2

＋3252　〃　＋13・3　〃　＋45．7

＋3078　〃　＋12・9　〃　＋48．6

H

〃

〃

H

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

Ⅴ

　

　

　

　

　

Ⅴ

H
　
〃
　
〃
　
〃

Ⅴ

（F・Burgd6rfer，”Bev61kerungsentwickingimDrittenReich・“（1935）S．38f．）
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こ
の
場
合
問
題
と
な
る
の
は
、
生
殖
の
増
加
で
は
な
く
、
堕
胎
の
減
少
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
経
済
お
よ
び
政
治
へ
の
信
頼
の
回
復
に
根
拠

を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
他
に
、
政
治
的
変
革
に
伴
う
厳
格
な
道
徳
観
念
の
普
及
が
考
え
ら
れ
る
。
」
こ
の
他
、
婚
姻
数
や
出
生
数

圧b e■

†邸 i鴫u n qさ■

i叫 て

的的 n m it … … ．g eb oten m 皮in b em

1 2 3 4 5
6 u n b

m ebt

1933‥…‥‥… 189 ，629 143，896 45，921 10，505 1，788 421

1934………… 262 ，202 139，118 29，077 4，350 718 181

1935‥…‥…‥ 256 ，351 83，3 17 9，720 1，173 193 62

1936…‥……・ 230，356 29 ，283 2，737 386 46 2 1

1937…‥‥…‥ 81，560 5 ，474 666 90 23 15

1，020 ，098 401，088 88 ，121 16 ，504 2，768 700

（Dammer，DeutscheSteuer－ZeitungundWirtschaftlicherBeobachter・1940・
S．495．）

の
増
加
に
当
然
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
「
婚
姻
資
金
貸
付
制
度
」
や
「
児
童
補
助

金
制
度
」
の
効
果
も
ま
た
、
ド
イ
ツ
の
将
来
へ
の
希
望
の
回
復
と
無
関
係
な
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
「
援
助
が
重
要
で
あ
り
、
個
々
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
感
謝
を
も
っ
て
迎

え
ら
れ
た
に
せ
よ
、
た
か
だ
か
五
〇
〇
な
い
し
一
〇
〇
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
の
貸
付

金
が
、
も
と
も
と
結
婚
へ
の
意
思
を
も
た
ず
、
ま
た
将
来
へ
の
確
か
な
信
頼
を
も
ち

民
族
共
同
体
と
法
　
（
一
二
）

え
な
い
人
々
に
婚
姻
締
結
を
決
意
さ
せ
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
。
」

も
っ
と
も
、
ブ
ル
グ
デ
ル
フ
ァ
ー
も
ま
た
婚
姻
資
金
貸
付
制
度
等
の
経
済
的
援
助

が
、
ナ
チ
ス
に
よ
る
権
力
掌
握
以
降
の
ド
イ
ツ
の
将
来
へ
の
信
頼
の
回
復
の
結
果
、

多
く
の
民
族
同
胞
が
抱
く
に
至
っ
た
結
婚
と
家
族
設
立
・
子
孫
増
殖
へ
の
希
望
を
容

易
に
実
現
な
ら
し
め
、
婚
姻
を
奨
励
す
る
働
き
を
営
む
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
否
定

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
婚
姻
資
金
貸
付
制
度
が
出
生
数
の
増
加
に
果
た
し
た
役

割
に
つ
い
て
は
、
一
九
三
三
年
六
月
三
日
か
ら
一
九
三
七
年
二
一
月
三
一
日
ま
で
の

期
間
に
つ
い
て
調
査
し
た
ダ
ン
マ
ー
の
詳
細
な
報
告
が
存
在
す
る
。
二
一
七
〇
六
九

三
人
、
こ
れ
が
一
九
三
三
年
一
月
一
日
か
ら
一
九
三
七
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
の
間

に
締
結
さ
れ
、
一
九
三
七
年
二
万
三
一
日
現
在
継
続
中
の
婚
姻
か
ら
誕
生
し
た
子

供
の
数
で
あ
っ
た
。
同
じ
期
間
に
離
婚
し
た
婚
姻
か
ら
生
ま
れ
た
子
供
は
、
一
四
九

七
五



法
経
研
究
四
一
巻
二
号
（
一
九
九
二
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六

四
二
人
、
さ
ら
に
死
別
し
た
婚
姻
か
ら
生
ま
れ
た
子
供
、
二
七
七
九
五
人
、
こ
れ
ら
を
先
の
数
字
に
加
え
た
二
二
二
二
四
三
〇
人
か
ら
、
一

九
三
三
年
六
月
二
日
ま
で
の
間
に
誕
生
し
た
二
三
〇
六
四
人
を
差
し
引
い
た
数
字
、
即
ち
、
一
九
九
二
三
六
六
人
が
、
婚
姻
資
金
貸
付
制

度
の
実
施
か
ら
一
九
三
七
年
末
ま
で
の
間
に
誕
生
し
た
子
供
の
数
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
は
死
産
し
た
五
一
八
〇
一
人
、
婚
姻
締
結

以
前
に
誕
生
し
た
四
〇
五
六
五
人
が
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
最
終
的
に
、
こ
の
間
の
婚
姻
か
ら
生
き
て
生
ま
れ
た
子
供
の
数
は
、
一
九
〇
〇

〇
〇
〇
人
と
推
定
さ
れ
る
。
一
九
三
七
年
末
ま
で
の
間
に
、
『
第
一
施
行
令
』
第
八
条
第
一
項
に
も
と
づ
き
、
申
請
に
よ
り
返
済
の
免
除
を
許

可
さ
れ
た
ケ
ー
ス
は
、
六
六
四
八
六
七
件
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
一
九
〇
万
人
の
子
供
の
内
、
六
六
四
八
六
七
人
が
婚
姻
資
金
貸
付
を
受
け

た
婚
姻
か
ら
生
ま
れ
た
子
供
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
こ
の
期
間
に
締
結
さ
れ
た
婚
姻
総
数
は
、
三
〇
五
六
八
六
〇

件
、
そ
の
内
、
婚
姻
資
金
貸
付
を
受
け
た
婚
姻
が
八
五
三
〇
一
六
件
で
あ
り
、
こ
れ
は
全
体
の
二
七
・
九
％
に
あ
た
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
単
純
に
見
積
も
れ
ば
、
婚
姻
資
金
貸
付
を
受
け
た
婚
姻
か
ら
期
待
さ
れ
る
出
生
数
は
、
一
九
〇
万
人
の
二
七
・
九
％
、
五
三
〇
一
〇
〇

人
と
い
う
計
算
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
結
婚
か
ら
実
際
に
誕
生
し
た
子
供
の
数
は
六
六
四
八
六
七
人
で
あ
り
、
そ
れ

故
、
＝
二
四
七
六
七
人
が
平
均
よ
り
多
く
誕
生
し
た
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
婚
姻
資
金
貸
付
を
受
け
な
か
っ
た
婚
姻
に
比
べ
、
二
五
・
四
％

多
い
数
字
で
あ
っ
た
。
「
四
年
半
の
間
に
二
二
五
〇
〇
〇
人
の
出
生
増
が
実
現
さ
れ
た
」
と
ダ
ン
マ
ー
は
結
論
す
る
、
「
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で

行
わ
れ
た
人
口
政
策
の
成
果
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
民
族
の
存
立
の
確
保
に
、
ま
た
大
ド
イ
ツ
ラ
イ
ヒ
の
勢
力
の
発
展
に
効

果
を
発
揮
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
婚
姻
奨
励
法
の
制
定
に
あ
た
っ
た
次
官
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
、
な
ら
び
に
婚
姻
資
金
の
貸
付
に
従
事
し
た
ラ
イ

ヒ
大
蔵
省
の
す
べ
て
の
構
成
員
に
と
っ
て
、
こ
の
成
果
は
と
も
に
誇
り
と
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
」

人
口
数
の
増
加
が
、
行
政
担
当
者
の
努
力
に
対
す
る
報
酬
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
『
母
親
十
字
勲
章
』
、
そ
れ
が
、
ナ
チ
ス
の
要
請
に

従
い
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
手
の
中
に
彼
の
意
の
ま
ま
に
な
る
数
多
く
の
「
未
来
の
戦
士
」
を
与
え
た
ド
イ
ツ
人
母
親
が
自
ら
の
労
苦
の
見
返
り
と

し
て
手
に
し
た
名
誉
の
徴
で
あ
っ
た
。
「
多
く
の
子
供
を
有
す
る
ド
イ
ツ
人
母
親
に
対
し
て
は
、
ド
イ
ツ
民
族
共
同
体
の
中
に
あ
っ
て
、
前
線



兵
士
と
同
様
の
名
誉
あ
る
地
位
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
民
族
と
祖
国
の
た
め
に
彼
女
た
ち
が
捧
げ
た
生
命
は
、
戦
い
の
中
で
捧
げ
ら

れ
る
前
線
兵
士
の
そ
れ
と
何
ら
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
」
、
一
九
三
八
年
…
月
二
五
・
二
六
日
付
け
の
フ
ェ
ル
キ
ッ
シ
ャ
ー
・
ベ
オ
バ
ハ
タ
ー

は
、
そ
の
年
の
党
大
会
で
の
ワ
グ
ナ
ー
の
言
葉
を
引
き
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
民
族
の
た
め
に
多
く
の
子
供
を
生
み
育
て
た
母
親
に
対
す
る

「
フ
ユ
ー
ラ
ー
お
よ
び
全
民
族
の
感
謝
の
目
に
見
え
る
表
現
」
と
し
て
、
『
ド
イ
ツ
母
親
十
字
勲
章
』
の
創
設
と
翌
年
か
ら
の
実
施
を
宣
言
。

勲
章
が
常
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
ま
た
明
確
な
位
階
づ
け
が
施
さ
れ
、
四
人
な
い
し
五
人
の
子
供
を
生
ん
だ
母
親
に
は
銅
メ
ダ

ル
、
六
人
な
い
し
七
人
の
子
供
を
生
ん
だ
母
親
に
は
銀
メ
ダ
ル
、
八
人
以
1
の
子
供
を
生
ん
だ
母
親
に
は
金
メ
ダ
ル
が
そ
れ
ぞ
れ
授
与
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
毎
年
、
母
の
日
に
催
さ
れ
る
授
与
式
に
お
い
て
、
地
区
政
治
指
導
者
の
手
に
よ
り
、
「
フ
ユ
ー
ラ
ー
の
名
に
お
い
て
」
、

ラ
イ
ヒ
全
土
の
子
沢
山
の
母
親
の
胸
に
飾
ら
れ
た
こ
の
十
字
勲
章
の
真
ん
中
に
は
占
E
R
D
E
U
↑
S
C
H
E
N
M
U
∃
E
R
。
と
い
う
吉
葉
に

縁
取
ら
れ
た
ハ
ー
ケ
ン
ク
ロ
イ
ツ
が
輝
き
、
そ
の
裏
面
に
は
一
つ
の
文
言
が
刻
印
さ
れ
て
い
た
、
即
ち
、
占
a
s
K
i
n
d
a
d
e
－
t
d
i
e
M
u
t
t
e
r
て
ー

（
1
）
F
．
B
u
r
g
d
翼
e
r
㌦
E
r
b
－
e
h
r
e
u
n
d
R
a
s
s
e
n
h
y
g
i
e
n
e
i
ヨ
邑
k
i
s
c
h
e
n
S
－
a
a
－
・
三
e
d
・
）
E
・
R
を
n
＝
－
望
〉
S
・
芦

（
2
）
F
．
B
u
r
g
d
晋
f
e
r
も
．
a
．
〇

（
3
）
F
．
B
u
r
g
d
晋
f
e
r
も
．
a
．
〇
・
読
・
g
f
・

（
4
）
F
．
B
亡
r
g
d
晋
f
e
r
も
．
a
．
〇
・
｝
S
・
∽
P

（
5
）
F
．
B
u
r
g
d
晋
f
e
r
も
．
a
．
〇
．
読
●
S
f
f
・

（
6
）
F
．
B
u
r
g
d
晋
f
e
r
も
．
a
．
〇
・
読
・
ひ
い
・

（
7
）
F
．
B
亡
r
g
d
晋
f
e
r
u
a
．
a
．
〇
こ
S
・
∽
箪

（
8
）
A
．
H
i
t
－
e
r
㌦
M
e
i
n
K
a
ヨ
p
f
．
。
（
－
器
S
↓
［
－
写
≡
S
・
－
芸
・

（
9
）
A
．
H
i
t
－
e
r
も
a
．
〇
．
わ
ー
芦
㌦
H
i
－
－
e
r
s
N
w
e
i
－
e
S
B
u
c
h
・
二
－
芸
ご
S
・
ぎ
ー
N
箪

（
10
）
。
H
i
t
－
e
r
s
N
w
e
i
t
e
s
B
u
c
h
．
。
S
・
琴

民
族
共
同
体
と
法
（
一
二
）
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（
宍

）
吏

刃
戒

廻
′

R
G
．

U
r
t
．

v
o
m
2
3
．

4
．

1
8
8
0
．

，
E
s
t
s
c
h
e
i
d
u
n
g
e
n
d
e
s
R
e
i
c
h
s
g
e
r
i
c
h
t
s
i
n
S
t
r
a
f
s
a
c
h
e
n
．

B
d
．

1
．

S
．

3
9
5
．

；
R
G
．

U
r
t
．

v
o
m

2
5
．
4
．
1
8
8
2
．
，
E
n
t
s
c
h
e
i
d
u
n
g
e
n
d
e
s
R
e
i
c
h
s
g
e
r
i
c
h
t
s
i
n
S
t
r
a
f
s
a
c
h
e
n
．
B
d
．
6
．
S
．
2
1
1
．

（
㌫

）
P
f
u
n
d
n
e
r
／

N
e
u
b
e
r
t
，

a
．

a
．

0
．

，
S
．

8
4
f
．

；
K
．

S
c
h
a
f
e
r
，

J
u
r
i
s
t
i
s
c
h
e
 
W
o
c
h
e
n
s
c
h
r
i
f
t
．

1
9
3
5
．

S
．

2
4
8
1
．

；
E
．

M
e
z
g
e
r
，

”
D
e
u
t
s
c
h
e
s

S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
．

E
i
n
G
r
u
n
d
r
i
s
s
．

“
3
．

A
u
f
l
．

（
1
9
4
3
）

S
．

2
2
5
．

；
R
G
．

U
r
t
．

v
o
m
l
．

8
．

1
9
3
5
．

，
D
e
u
t
s
c
h
e
J
u
s
t
i
z
．

1
9
3
5
．

S
．

1
2
2
1
f
．

；
R
G
．

U
r
t
．

v
o
m



4．
6．

1936．
，
JuristischeWochenschrift・

1936・
S・

2553・
；

RG・
Urt・

VOm23・
6・

1936・
，

JuristischeWochenschrift・
1936・

S・
2553f・

（
宍

）
R
d
E
r
l
．

d
．

R
F
S
S
u
C
h
d
D
t
P
o
l
．

i
m
R
M
D
I
．

v
o
m
9
・

2
・

1
9
4
1
・

，
M
i
n
i
s
t
e
r
i
a
l
＝

B
l
a
t
t
d
e
s
R
e
i
c
h
s
＝

u
n
d
P
r
e
u
B
i
s
c
h
e
n
M
i
n
i
s
t
e
r
i
u
m
s
d
e
s

Innern．
1941．

S．
257．

（
宍

）
Reichsgesetzblatt．

1941．
TeilI．

S・
63・

（
罵

）
Reichsgesetzblatt．

1943．
TeilI．

S・
140・

（
宗

）
Pfundner／

Neubert，
a．

a．
0．

，
S．

211．
；

Rietzsch，
DeutscheJustiz・

1943・
S・

242・

（
鍔

）
Pfundner／

Neubert，
a．

a．
0．

，
；

Rietzsch，
a．

a．
0．

（
S3）

Pfundner／
Neubert，

a．
a．

0．
，
S．

215．
；
Rietzsch，

a．
a．

0・
，
S・

244・

（
宗
）
上
玉
EI＝

l廿
日

匝
こ

lく
Ⅲ

6；
『

蝶
把

iF』
（

Reichsgesetzblatt・
1943・

TeilI・
S・

169・
）
望
′
111Ⅱ

：
iiⅡ

6；
『
榊
F』

簑
振
吏
巳
忘
弛
吏
喋
邸

Q
E
′

鯨
屑

喋
′

駐
中

喋
舟

′
中

忌
町

長
昨

1
1
1
く

喋
′

鞋
1
1
1
玉

喋
艮

ど
戒

′
崩

吏
附

く
雅

趣
振

吏
巳

綜
1
1
日

く
喋

β
刃

」
卜

′
隈

班
蠍

』
e

甘
足
裏
穂
浪
々
渠
0

（
E
q
）
（
e
d
．
）
P
．
M
．
B
e
n
n
e
c
k
e
n
s
t
e
i
n
，
”
D
o
k
u
m
e
n
t
e
d
e
r
D
e
u
t
s
c
h
e
n
P
o
l
i
t
i
k
・
B
d
・
1
・
“
（
1
9
3
9
）
S
・
1
7
0
・

（
誤
）
（
ed．

）
P．

M．
Benneckenstein，

a．
a．

0・
，
S・

172・

（
E；

）
（
ed．

）
P．

M．
Benneckenstein，

a．
a．

0．
，

S・
174・

（
宍
）
（
ed．

）
P．

M．
Benneckenstein，

a．
a．

0．
，
S・

174f・

（
宍
）
Reichsgesetzblatt．

1933．
TeilI．

S．
323・

（
等

）
lii1111冊

＝
1伸

二
11mQ『

楯
眉

博
引

ヒ
炬

』
（

Reichsgesetzblatt・
1933・

TeilI・
S・

1019・
）

望
′

「
lii11111射

く
DI：

lⅢ
量

心
1i；

11川
l

七
日
く
町
1江

川
付
e臣

巳
砦
箪
舟
渡
燵
J吏

柵
」
巳
夜
→
′
「
1且

1111廿
1日

収
10Ⅲ

朝
付
巳
書
取
虻
酋
圃
神
足
雇
用
軒
卜
将
」
り
刃
東
亜
斐
烏
′

常
葉

駆
胡

Q樹
と

舟
相

愛
ト

二
時

0

（
尋
）
rl嘩

撃
謀
臣
」
巳
∩
ニ
tJ，

1＜
ll1111せ

中
耳
111く

Ⅲ
6；

『
綜
l僧

は
郎
』
（
Reichsgesetzblatt・

1933・
TeilI・

S・
540・

）
％
’
「
1ii11＜

酎
く

町
1
Ⅲ

量
小

耳
1
1
1
廿

両
Ⅱ

刑
1
Ⅲ

ヨ
程

合
琵

匝
e
朝

箭
崩

吏
望

1
箭

」
東

湖
昌

一
′

殉
付

巳
1
且

1
川

1
甘

く
町

侶
Ⅲ

e
『

駐
日

懐
忙

郎
』

（
Reichsgesetzblatt．

1933．
TeilI・

S・
596・

）
％
′
「
1＜

＝
＜
酎
く
町
1Ⅲ

量
付
目
illl冊

か
両
町
1111u＝

ヨ
橿
6滴

臣
′
令
題
〉
刃
TDlく

東
町

臣
」

刃
個

食
′

1＜
11咽

せ
1HI：

＝
EImぶ

『
韓

日
督

円
盤

』
（

Reichsgesetzblatt・
1935・

TeilI・
S・

47・
）

％
，

唯
鮭

雷
鳥

「
用

脛
ヨ

橿
Qlld

凹
蛸
割
く
匡
捏
刃
整
（
1
1
1
）
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法
経
研
究
四
一
巻
二
号
（
一
九
九
二
年
）
八
〇

間
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
九
カ
月
間
」
と
の
一
般
的
規
定
を
定
め
た
。
ま
た
、
「
雇
傭
関
係
」
に
つ
い
て
は
、
「
直
系
親
族
の
家
政
ま
た
は
企
業
に

お
け
る
就
業
」
は
含
ま
れ
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
た
が
、
例
外
的
に
貸
付
の
対
象
と
な
る
ケ
ー
ス
と
し
て
、
『
第
三
施
行
令
』
は
、
「
こ
の
雇
傭
関
係

の
解
消
に
よ
っ
て
、
他
の
労
働
力
の
雇
傭
が
明
白
に
行
わ
れ
る
」
場
合
を
、
ま
た
『
第
二
改
正
法
』
は
、
「
こ
の
就
業
の
解
消
に
よ
っ
て
、
他
の
労

働
力
が
恒
常
的
に
雇
傭
さ
れ
る
」
場
合
を
挙
げ
て
い
る
。

（
望
妻
と
な
る
べ
き
者
の
再
就
職
を
禁
止
す
る
条
件
と
し
て
の
夫
の
経
済
状
態
に
関
し
、
一
九
三
四
年
三
月
二
八
日
の
『
改
正
法
』
（
R
e
i
c
h
s
g
e
s
e
t
・

Z
b
－
a
t
t
・
ヒ
営
・
T
e
i
〓
・
S
・
N
芦
）
は
、
「
〓
云
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
以
上
の
所
得
」
を
、
「
夫
ま
た
は
夫
と
な
る
べ
き
者
が
失
業
者
救
済
金
の
交
付
に

関
し
定
め
る
条
項
に
い
う
要
救
済
者
と
み
な
さ
れ
な
い
」
に
改
め
た
。

（
撃
貸
付
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
の
措
置
に
つ
き
、
一
九
三
三
年
六
月
二
〇
日
の
『
第
一
施
行
令
』
（
R
e
i
c
h
s
g
e
s
e
t
z
b
－
a
t
t
．
亡
営
．
T
e
i
〓
．
S
．

〕
声
）
は
、
第
五
条
第
三
項
に
お
い
て
、
結
果
の
通
知
を
夫
と
な
る
べ
き
者
に
対
し
拒
否
の
理
由
の
開
示
な
し
に
行
い
、
決
定
に
対
す
る
法
的
救
済
は

許
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

（
聖
購
買
券
は
、
当
初
、
『
第
一
施
行
令
』
が
、
額
面
一
〇
、
一
〇
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
の
二
種
類
を
定
め
、
そ
の
後
、
『
第
四
施
行
令
』
は
、
こ
の

他
に
二
〇
、
五
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
の
購
買
券
を
追
加
。
ま
た
、
購
買
券
の
用
途
に
つ
い
て
は
、
『
第
一
施
行
令
』
が
、
「
所
帯
道
具
」
に
は
「
家
具
、

衣
服
、
下
着
を
除
く
所
帯
の
樹
立
に
必
要
な
一
切
の
物
品
が
含
ま
れ
る
」
と
し
、
さ
ら
に
一
九
三
七
年
三
月
一
〇
日
の
『
第
七
施
行
令
』
（
R
e
i
c
h
s
．

g
e
s
e
t
N
b
－
a
t
t
L
嚢
芦
T
e
i
〓
●
S
●
N
芦
）
が
、
「
ド
イ
ツ
婦
人
事
業
協
会
の
ラ
イ
ヒ
母
親
学
校
の
授
業
料
」
の
支
払
い
に
あ
て
る
こ
と
を
認
め
た
。

（
45
）
R
e
i
c
h
s
g
e
s
e
t
z
b
－
a
t
t
．
亡
※
G
．
T
e
i
〓
．
S
．
〕
声

（
空
ラ
イ
ヒ
大
蔵
大
臣
代
理
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
は
一
九
三
三
年
七
月
五
目
付
け
の
『
解
説
』
（
D
e
u
t
s
c
h
e
r
R
e
i
c
h
s
a
n
z
e
i
g
e
r
u
n
d
P
r
e
u
B
i
s
c
h
e
r

S
t
a
a
t
s
a
n
Z
e
i
g
e
r
・
く
○
ヨ
N
P
∞
・
完
と
の
中
で
、
婚
姻
資
金
貸
付
の
経
済
的
目
的
と
し
て
、
失
業
の
解
消
の
他
に
、
結
婚
・
出
産
に
伴
う
家
具
、
所

帯
道
具
、
小
住
宅
、
育
児
用
品
等
の
需
要
の
喚
起
と
、
そ
れ
に
よ
る
家
具
産
業
、
住
宅
産
業
等
に
お
け
る
労
働
機
会
の
増
加
、
お
よ
び
税
収
入
の
増

加
が
あ
る
と
す
る
。

（
聖
こ
の
判
定
の
た
め
、
地
方
行
政
官
署
に
対
し
、
申
請
者
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
刑
罰
登
録
簿
の
調
査
を
行
い
、
ま
た
ナ
チ
ス
党
の
地

区
指
導
者
に
よ
る
政
治
的
鑑
定
を
求
め
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
た
。
（
P
f
u
n
d
n
e
r
＼
N
e
u
b
e
r
t
㌦
D
a
s
n
e
u
e
d
e
u
t
s
c
h
e
R
e
i
c
h
s
r
e
c
h
t
．
こ
く
a
．
U
．
S
．
∽

（
n
e
u
）
．
）

（
璧
D
e
u
t
S
C
h
e
r
R
e
i
c
h
s
a
n
z
e
i
g
e
r
u
n
d
P
r
e
u
E
s
c
h
e
r
S
t
a
a
t
s
a
n
z
e
i
g
e
r
」
諾
い
．
N
r
．
－
芦



（
4
9
）
R
e
i
c
h
s
g
e
s
e
t
z
b
－
a
t
t
」
諾
い
．
↓
e
i
〓
．
S
●
盟
声

（
5
0
）
R
e
i
c
h
s
・
G
e
s
u
n
d
h
e
i
t
s
b
－
a
t
t
」
重
富
．
S
．
N
悪
f
f
．

（
5
1
）
R
e
i
c
h
s
g
e
s
e
t
z
b
－
a
t
t
L
嚢
声
T
e
i
〓
．
S
．
∽
謡
．

（
52
）
R
e
i
c
h
s
g
e
s
e
t
N
b
－
a
t
t
．
亡
※
苛
．
T
e
i
〓
．
S
．
〓
誌
●

（
53
）
P
f
u
n
d
n
e
r
＼
N
e
亡
b
e
r
t
｝
a
．
a
．
〇
．
読
」
（
n
e
u
〉
S
e
p
t
L
芝
－
）
．

（
5
4
）
P
f
亡
n
d
n
e
r
＼
N
e
亡
b
e
r
t
u
a
．
a
．
〇
．
u
S
．
二
n
e
u
｝
S
e
p
t
L
澄
－
）
f
．

（
5
5
）
R
d
E
r
－
．
d
e
s
R
I
M
．
く
O
m
に
．
－
．
－
器
P
R
e
i
c
h
s
・
G
e
s
u
n
d
h
e
i
t
s
b
－
a
t
t
」
諾
い
．
S
．
⊇
f
．

（
56
）
R
e
i
c
h
s
g
e
s
e
t
N
b
－
a
t
t
」
諾
い
．
T
e
i
〓
．
S
．
－
N
芦
『
法
律
』
の
詳
細
に
つ
い
て
は
後
述
参
照
。

（
5
7
）
R
e
i
c
h
s
g
e
s
e
t
N
b
－
a
t
t
．
－
諾
い
．
T
e
i
〓
．
S
．
∽
N
P
『
法
律
』
の
詳
細
に
つ
い
て
は
後
述
参
照
。

（
5
8
）
H
．
W
．
K
r
a
n
N
㌦
D
i
e
G
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
s
u
n
f
旨
i
g
e
n
．
－
．
T
e
i
－
．
。
（
－
霊
室
S
．
P

（
59
）
婚
姻
資
金
貸
付
の
申
請
者
数
お
よ
び
彼
ら
に
対
す
る
医
学
的
検
査
の
結
果
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
『
ラ
イ
ヒ
保
健
衛
生

雑
誌
』
一
九
四
〇
年
第
二
三
号
に
掲
載
さ
れ
た
一
九
三
九
年
上
半
期
に
お
け
る
統
計
数
字
に
関
す
る
報
告
（
R
e
i
c
h
s
・
G
e
s
u
n
d
h
e
i
t
s
b
－
a
t
t
L
慧
芦
S
・

怠
芸
．
）
が
参
考
と
な
る
。
一
九
三
九
年
一
月
一
日
か
ら
六
月
三
〇
日
ま
で
の
間
に
、
ア
ル
ト
ラ
イ
ヒ
、
オ
ス
ト
マ
ル
ク
、
ズ
デ
ー
テ
ン
ラ
ン
ト
の
全

保
健
衛
生
官
署
に
お
い
て
婚
姻
資
金
貸
付
の
申
請
の
た
め
に
医
学
的
検
査
を
受
け
た
者
（
な
お
、
国
防
軍
お
よ
び
警
察
の
構
成
員
に
つ
い
て
は
、
地

域
と
は
別
に
、
独
立
の
項
目
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
以
下
の
数
字
は
、
こ
れ
ら
を
含
む
）
は
、
男
性
一
六
七
〇
四
九
人
、
女
性
一
七
四
六
七
九
人
、

そ
の
内
健
康
上
ま
た
は
遺
伝
生
物
学
的
理
由
に
よ
り
不
合
格
と
な
っ
た
者
は
、
男
性
三
六
二
〇
人
、
女
性
四
五
一
八
人
で
あ
っ
た
。
不
合
格
率
は
男

性
の
場
合
、
二
・
一
七
％
、
女
性
の
場
合
、
二
・
五
九
％
、
あ
わ
せ
て
二
・
三
五
％
で
あ
っ
た
。
こ
の
割
合
は
、
一
九
三
八
年
の
一
・
六
七
％
を
大

幅
に
上
回
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
報
告
は
、
一
九
三
九
年
一
月
一
四
日
の
新
し
い
『
指
針
』
の
適
用
を
挙
げ
て
い
る
。
不
合
格
理

由
の
内
訳
は
、
先
天
性
精
神
薄
弱
が
三
六
・
七
七
％
、
精
神
分
裂
病
が
二
二
・
九
三
％
、
精
神
病
質
が
七
・
〇
〇
％
で
、
こ
れ
ら
三
者
で
全
体
の
六

割
近
く
を
占
め
て
い
た
。

（
6
0
）
P
f
u
n
d
n
e
r
＼
N
e
u
b
e
r
t
㌦
D
a
s
n
e
u
e
d
e
亡
t
S
C
h
e
R
e
i
c
h
s
r
e
c
h
t
．
。
く
a
・
－
P
S
L
●

（
6
1
）
H
．
R
a
亡
S
C
h
n
i
n
g
㌦
G
e
s
p
r
腎
h
e
m
i
t
H
i
t
－
e
r
．
二
－
芝
○
）
S
．
〕
芸
∴
W
．
D
a
r
r
m
㌦
B
－
u
t
u
n
d
B
O
d
e
n
㍉
S
・
N
f
f
・
；
e
r
s
㍉
己
ヨ
B
－
u
t
u
n
d

B
O
d
e
n
．
。
（
－
芝
－
）
S
．
－
記
f
．

民
族
共
同
体
と
法
　
（
二
一
）
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（
6
2
）
　
R
e
i
c
h
s
g
e
s
e
t
z
b
－
a
t
t
L
器
∞
．
↓
e
i
二
．
S
．
0
0
い
い
．

（
6
3
）
A
．
H
i
t
－
e
r
㌦
M
e
i
n
K
a
m
p
f
．
。
S
．
念
等

（
6
4
）
。
D
e
r
P
a
r
t
e
i
t
a
g
d
e
r
F
r
e
i
h
e
i
t
召
ヨ
ー
P
・
－
P
S
e
p
t
e
m
b
e
こ
器
竺
（
－
器
空
S
．
N
U
N
f
，

（
6
5
）
　
R
e
i
c
h
s
g
e
s
e
t
z
b
－
a
t
t
．
亡
※
訪
．
↓
e
i
〓
．
S
．
〓
霊
．

（
6
6
）
R
e
i
c
h
s
g
e
s
e
t
N
b
－
a
t
t
．
－
諾
い
．
T
e
i
〓
．
S
J
N
宗
．

（
6
7
）
R
e
i
c
h
s
g
e
s
e
t
N
b
－
a
t
t
」
器
ひ
．
↓
e
i
〓
．
S
．
〓
芦
『
法
律
』
の
詳
細
に
つ
い
て
は
後
述
参
照
。

（
6
8
）
継
親
、
継
子
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
が
こ
れ
を
規
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
、
親
、
子
と
同
一
に
取
り
扱
う
も
の
と
し
、
そ
の
場
合
、
ラ

イ
ヒ
市
民
で
あ
る
こ
と
の
条
件
は
、
元
の
両
親
に
対
し
て
も
求
め
ら
れ
る
と
す
る
。
な
お
、
第
一
条
が
規
定
す
る
条
件
を
具
備
し
な
い
場
合
の
取
り

扱
い
に
つ
い
て
、
第
九
条
は
、
ラ
イ
ヒ
大
蔵
大
臣
に
対
し
、
例
外
的
給
付
の
権
限
を
与
え
て
い
る
。
な
お
、
給
付
条
件
に
関
し
、
一
九
三
七
年
八
月

三
一
日
の
『
第
六
施
行
令
』
（
R
e
i
c
h
s
g
e
s
e
t
z
b
－
a
t
t
．
と
だ
岩
．
T
e
i
〓
．
S
．
冨
空
が
新
た
な
整
備
を
行
っ
て
い
る
が
、
文
言
上
は
と
も
か
く
、
内
容
的

に
は
ほ
と
ん
ど
変
化
は
な
か
っ
た
。

（
6
9
）
一
九
三
六
年
六
月
一
〇
日
の
『
第
四
施
行
令
』
は
、
購
入
品
目
と
し
て
、
「
搾
乳
用
の
牛
、
山
羊
、
羊
」
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
「
家
具
」
、
「
所

帯
道
具
」
、
「
下
着
」
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
定
義
を
与
え
て
い
る
。
「
家
具
と
は
、
寝
室
及
び
台
所
（
調
理
場
付
の
居
間
を
含
む
）
の
整
備
に
必

要
と
さ
れ
る
日
用
家
具
を
い
う
」
、
「
所
帯
道
具
と
は
、
質
素
な
家
政
の
整
備
に
必
要
と
さ
れ
る
物
品
を
い
う
」
、
「
下
着
は
絹
を
殆
ど
含
ま
な
い
も
の

に
限
ら
れ
る
。
羊
毛
、
綿
等
を
素
材
と
す
る
靴
下
、
肌
着
、
及
び
下
着
並
び
に
肌
着
用
の
布
地
も
ま
た
下
着
と
み
な
さ
れ
る
。
」

（
7
0
）
　
P
f
u
n
d
n
e
「
＼
N
e
u
b
e
r
t
㌦
D
a
s
n
e
亡
e
d
e
u
t
s
c
h
e
R
e
i
c
h
s
r
e
c
h
t
．
。
く
a
・
岩
．
S
．
0
0
（
n
e
亡
）
．

（
7
1
）
R
e
i
c
h
s
g
e
s
e
t
z
b
－
a
t
t
L
器
P
↓
e
i
〓
．
S
．
N
ひ
N
．

（
望
扶
養
義
務
者
の
賃
金
が
一
八
五
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
を
超
え
る
場
合
の
措
置
と
し
て
、
一
九
三
六
年
八
月
二
〇
日
の
『
第
五
施
行
令
』
（
R
e
i
c
h
s
・

g
e
s
e
t
z
b
－
a
t
ニ
器
P
↓
e
i
〓
．
S
．
澄
P
）
は
、
一
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
に
つ
き
一
人
の
子
供
に
対
す
る
給
付
が
削
除
さ
れ
る
と
し
、
そ
の
結
果
、
た
と

え
ば
、
一
九
五
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
の
場
合
、
第
六
子
以
降
に
対
す
る
給
付
の
可
能
性
を
開
い
た
。

（
7
3
）
R
e
i
c
h
s
g
e
s
e
t
z
b
－
a
t
t
L
器
∞
．
↓
e
i
〓
．
S
．
N
き
．

（
望
所
得
制
限
の
緩
和
の
結
果
、
ハ
ウ
ス
マ
ン
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
『
第
三
施
行
令
』
当
時
、
約
一
五
万
家
族
、
月
額
約
三
〇
〇
万
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク

で
あ
っ
た
給
付
対
象
者
数
お
よ
び
給
付
総
額
は
、
『
第
六
施
行
令
』
に
よ
り
約
二
〇
万
家
族
、
月
額
約
四
〇
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
、
さ
ら
に
『
第
七



襟
足
iF』

艮
句
∩
ト
ノ
定
日
く
○
ト
R聯

蛸
′
　
町
亜
忘
111両

○
○
LRl卜

や
JJT（

ト
主
へ
（
刃
智
米
」
吏
刃
二
人
nO（

HauBmann，
Deutsche Steuer－

ZeitungundWirtschaftlicherBeobachter．
1941．

S．
61．

）

（
巴

）
RdErl．

desRdF．
vom20．

3．
1938．

，
Reichssteuerblatt．

1938．
S．

345ff．
；
RdErl．

desRdF．
vom13．

3．
1942．

，
Reichssteuerblatt．

1942．
S．

337ff．

（
茫

）
M
i
n
i
s
t
e
r
i
a
l
＝

B
l
a
t
t
d
e
s
R
e
i
c
h
s
＝

u
n
d
P
r
e
u
B
i
s
c
h
e
n
M
i
n
i
s
t
e
r
i
u
m
s
d
e
s
I
n
n
e
r
n
．

1
9
4
0
．

S
．

1
5
1
9
．

（
E
＝
）
B
u
n
d
e
s
a
r
c
h
i
v
K
o
b
l
e
n
z
．
R
4
3
I
I
／
7
2
1
．
f
l
．
9
7
．

（
茫
）
Reichsgesetzblatt．

1938．
TeilI．

S．
1931．

（
巴
）
P
f
u
n
d
n
e
r
／
N
e
u
b
e
r
t
，
”
D
a
s
n
e
u
e
d
e
u
t
s
c
h
e
R
e
i
c
h
s
r
e
c
h
t
．
“
V
a
－
1
5
．
S
．
3
9
．

（
志

）
Pfundner／

Neubert，
a．

a．
0．

，
S．

39（
neu）

．

（
忘
）
Reichsgesetzblatt．

1940．
TeilI．

S．
1570．

（
Sg）

1ifEIl廿
l町

＝
○

Ⅲ
互

恵
QI卜

YJJ《
輝

米
皿

『
瓦

室
』

（
Reichsgesetzblatt．

1941．
TeilI．

S．
105．

）
雲

′
「

偲
iFQ皿

宮
」

簑
「

型
羽

打
割
く
匡
牽
巳
刃
∩
卜
車
型
哺
時
」
や
ト
く
騒
蛸
e
型
奄
」
艮
戚
ゆ
り
刃
舟
世
相
J
U
二
時
○

（
SB）

Reichsgesetzblatt．
1933．

TeilI．
S．

104．

（
芸
）
Reichsgesetzblatt．

1934．
TeilI．

S．
1005．

（
Eg）

Reichsgesetzblatt．
1938．

TeilI．
S．

99．

（
器
）
Reichsgesetzblatt．

1939．
TeilI．

S．
283．

（
誌
）
”
R
e
d
e
n
d
e
s
F
n
h
r
e
r
s
a
m
P
a
r
t
e
i
t
a
g
d
e
r
E
h
r
e
1
9
3
6
．
“
（
1
9
3
6
）
S
．
4
4
．

（
芸
）
Da

mme
r，

Deu
tsche

Ste
uer・

Ze
itu

n
gun

d
Wir

tschaftlicherBeobachter．
1940．

S．
494．

（
霊
）
F
．
B
u
r
g
d
6
r
f
e
r
，
”
B
e
v
6
1
k
e
r
u
n
g
s
e
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
i
m
D
r
i
t
t
e
n
R
e
i
c
h
．
“
（
1
9
3
7
）
S
．
2
6
．

（
宗

）
F．

Burgd6rfer，
a．

a．
0．

，
S．

38ff．

（
宗

）
F．

Burgd6rfer，
a．

a．
0．

，
S．

29．

（
宗

）
F．

Burgd6rfer，
a．

a．
0．

，
S．

33．

（
宗
）
Dammer，

a．
a．

0．
，
S．

495f．

凹
蛸

割
く

匡
せ

刃
弱

（
111）

く
111
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（
9
4
）
く
望
k
i
s
c
h
e
r
B
e
O
b
a
c
h
t
e
r
．
く
O
m
N
で
N
P
－
N
L
器
∞
．

二
部
史
料
の
利
用
と
引
用
に
つ
き
、
B
亡
n
d
e
s
a
r
c
h
i
く
K
O
b
－
e
n
N
の
便
宜
と
許
可
を
得
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
〕


